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Ⅰ. プロジェクト概要                                 

1 プロジェクトの背景 

カンボジアでは、公共事業省（MPWT）が陸運局（DLT）を管理する交通局（GDT）1を通じて陸上輸送部門を管

理している。 

近年、カンボジアにおける自動車と二輪車の数は年間約 20％増加している。車両登録管理と車両検査に係る

法律は存在しているものの、政府条例、省令、罰則等の整備は十分ではなく、実態面は、走行車両の多くは中古

車であるため、故障等の課題が生じやすいうえ、メンテナンスも不十分である。こうした状況を受け、カ国は、2003

年に韓国の支援により、車両管理の基本方針と基本的な IT システムを導入した。しかし、このシステムは、カ国内

複数省庁の共通システムであったため（例：住民登録簿なども含まれる）、車両管理に係るカスタマイズが困難で

あり、関係省庁と車両管理に係るデータを共有できないという課題があった。そのため、韓国からの支援後も、十

分な車両登録と車両検査を実現できておらず、カンボジアでは現在の車両数と車両の所有者を把握できないと

いう課題が生じており、カンボジア政府における車両登録と自動車検査に係る、規則、組織、それを支える IT シ

ステムを改善することが緊急の課題となっている。こうした状況を受け、MPWT は JICA に、カンボジアの車両登録

および検査プロジェクトの行政改革プロジェクトを実施するよう要請し、この要請に応えて、JICA は 2015 年 12 月

に詳細計画のための調査を行い、カンボジアの関連組織と協議してプロジェクトの構成要素を決定、その後、双

方政府内の手続きを経て、2016 年 2 月に R/D(Record of Discussion)を締結した。 

なお、2014 年から施行されている「国家戦略開発計画 2014～2018（NSDP：National Strategic Development 

Plan）」における四辺形戦略では、グッド・ガバナンスを中心的課題とし、①農業分野の強化、②インフラの復興と

建設、③民間セクター開発と雇用創出、④能力構築と人材開発の 4 項目を重点課題として設定している。「②イ

ンフラの復興と建設」の重要項目の一つとして「交通・都市インフラの整備」を掲げており、車検の強化や車検証

の発行システムを含む陸運法の整備および厳密な執行を通じた交通安全を重視するとしている。また、車両登録

制度の規定・法規を継続的に執行し、IT システムを活用した車両登録・車検制度を整備・改善していくことが謳わ

れている。その他にも、道路交通分野で従事する職員の能力強化、車両登録の時間短縮などが明記されている。

したがって、車両管理行政の改善を目指した本プロジェクトは、同国開発計画の方針および内容に整合するとい

える。 

また、日本国政府の援助方針である「対カンボジア王国 事業展開計画」（2015 年 4 月）では、援助の重点分

野として「経済基盤の強化」を掲げており、その開発課題に「経済インフラの整備」を取り上げている。全般的に運

輸インフラの整備レベルは依然として低く、人材・政策・制度面を含む経済基盤の強化が課題である。そこで、物

流の安定化・効率化を通じた経済・産業振興を支える国土軸の整備を行うとともに、優先度の高い道路交通（車

両登録、車検含む）を支援するとしている。具体的な協力プログラムとして「運輸・電力インフラ整備プログラム」を

設定しており、本プロジェクトも同プログラム内に位置づけられる。 

 

2 プロジェクトの目的と成果 

2.1 上位目標 

カンボジアの車両登録・車検が円滑に促進される。 

 

                                              
1 プロジェクト開始当初の管理部門。プロジェクト期間中の MPWT 内組織改編により、ＧＤＴ内の海上運輸、陸上運輸が分かれ、陸

上運輸部門の管理は陸運総局（GDLT）が所管することとなった。 
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2.2 プロジェクト目標 

MPWT による車両管理行政が改善される。 

 

2.3 期待される成果 

成果１． 車両登録制度が強化される。 

成果２． 車検制度が確立される。 

成果３． 車両登録・車検 IT システムが改善される。 

成果４． MPWT によって推進される利用者を対象とした車検、車両整備などに関する啓発活動が強化される。 

 

2.4 活動の概要 

【成果１関連】 

1-1 租税総局（GDT for Taxation）、関税消費税総局（GDCE）、内務省（MOI：交通警察）、郵便・電気通信省

（MPTC）および民間セクターを含む車両管理行政タスクフォースを設立する。 

1-2 関連省庁および民間セクターを招聘し、車両管理行政にかかる定例会議を開催する。 

1-3 車両登録制度の現状を分析する。 

1-4 国境を行き来する車両管理を含む車両登録制度の改善案を提案する。 

1-5 MPWT の政策として同制度（改善案）が採用されるように支援する。 

1-6 車両登録ガイドラインを作成する。 

1-7 MPWT によって実施される車両登録をモニタリングする。 

【成果２関連】 

2-1 車検の現状（6 か所の車検場を含む）を確認する。 

2-2 カンボジアの現状に合わせて、車検に必要な検査項目を提案する。 

2-3 民間業者に必要な車検認定基準（要件）を精査する。 

2-4 車両所有者のインセンティブ促進に向けた車検対策を検討する。 

2-5 必要に応じ自賠責保険等の制度を、車検制度の中に取り込むことを提案する。 

2-6 車検ガイドラインを作成する。 

2-7 民間業者によって実施される車検をモニタリングする。 

【成果３関連】 

3-1 車両登録・車検にかかる既存 IT システムの現状および機能を確認する。 

3-2 タスクフォース・メンバーと協議し、望ましい IT システムに必要なコンセプト、使用方法、将来像など検討す

る。 

3-3 短期  IT 計画（プロジェクト実施期間内を想定）を策定する。 

3-4 短期 IT 計画内のプロジェクトを実施する。 

3-5 IT システムにかかるロードマップを提案する。 

【成果４関連】 

4-1 車検、車両整備などに関する MPWT スタッフの研修を行う。 

4-2 MPWT スタッフによって実施される車検、車両整備などに関する PR 活動（車の販売業者へのセミナー、利

用者へのキャンペーンなど）を支援する。 
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各成果の主な活動と成果品を以下に示す。 

成果 主な活動 成果品 

成果１．  車両登録制

度が強化される。 

 

1-1 租税総局（GDT for Taxation）、関税消費税総局

（GDCE）、内務省（MOI：交通警察）、郵便・電気通信

省（MPTC）および民間セクターを含む車両管理行政タ

スクフォースを設立する。 

1-2 関連省庁および民間セクターを招聘し、車両管理

行政にかかる定例会議を開催する。 

1-3 車両登録制度の現状を分析する。 

1-4 国境を行き来する車両管理を含む車両登録制度

の改善案を提案する。 

1-5 MPWT の政策として同制度（改善案）が採用される

ように支援する。 

1-6 車両登録ガイドラインを作成する。 

1-7 MPWT によって実施される車両登録をモニタリング

する。 

車両登録ガイドライン 

車両登録チェックリスト 

成果２．  車検制度が

確立される。 

 

2-1 車検の現状（6か所の車検場を含む）を確認する。 

2-2 カンボジアの現状に合わせて、車検に必要な検

査項目を提案する。 

2-3 民間業者に必要な車検認定基準（要件）を精査

する。 

2-4 車両所有者のインセンティブ促進に向けた車検

対策を検討する。 

2-5 必要に応じ自賠責保険等の制度を、車検制度の

中に取り込むことを提案する。 

2-6 車検ガイドラインを作成する。 

2-7 民間業者によって実施される車検をモニタリング

する。 

車検実施ガイドライン 

車検チェックリスト 

成果３． 車両登録・車

検 IT システムが改善さ

れる。 

 

 

3-1 車両登録・車検にかかる既存 IT システムの現状

および機能を確認する。 

3-2 タスクフォース・メンバーと協議し、望ましい IT シス

テムに必要なコンセプト、使用方法、将来像など検討

する。 

3-3 短期  IT 計画（プロジェクト実施期間内を想定）を

策定する。 

3-4 短期 IT 計画内のプロジェクトを実施する。 

3-5 IT システムにかかるロードマップを提案する。 

IT ロードマップ 

短期計画成果物（省庁間連

携システムインターフェイス

仕様、システム管理マニュア

ル、セキュリティ診断報告、

サーバー等調達結果） 

IT ロードマップ 

成果４． MPWT によっ

て推進される利用者を

対象とした車検、車両

整備などに関する啓発

活動が強化される。 

4-1 車検、車両整備などに関する MPWT スタッフの研

修を行う。 

4-2 MPWT スタッフによって実施される車検、車両整備

などに関する PR 活動（車の販売業者へのセミナー、利

用者へのキャンペーンなど）を支援する。 

MPWT スタッフ研修開催概

要 

本邦研修開催概要 

ＰＲイベント開催概要 

 

2.5 プロジェクト対象地域と関係機関 

対象地域：カンボジア国 全国 

実施機関：公共事業運輸省(MPWT） 

 

本件プロジェクトは、実施期間である MPWT の他、自動車登録・車両検査に関連するその他の機関も含めた

観点からプロジェクトを進めるものとする。特に、本件プロジェクトの遂行に際して、ヒアリングを行うべきと想定して

いる主な関係機関、及びそれら機関における検討の視点（想定）については、図表１のとおりである。 
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その他、車検場や民間事業者（自動車販売業・リース業・自動車整備業・輸出入事業者など）を含め、タスクに

応じて必要な関係機関については都度訪問、協議を行う。 

 

図表 1 関係機関 

関係機関 車両登録・車両検査における役割と各機関の視点 

公共事業運輸省 

(MPWT) 

MPWT の陸上交通を担当する運輸総局(DLT)があり、車両登録、車検、運転免許発

行、運送事業許認可、研究・情報収集を所掌している。 

租税総局 

(GDT for Taxation) 

自動車保有者に対する道路税課税を所管。道路税納付情報管理システムや、納付

IC カード化を図るなどの対応を図っている。 

関税消費税総局(GDCE) 経済財務省内の総局の一つで、自動車やバイクに関わる輸入税を所管。 

交通警察 

(MOI 内部局) 

内務省 内の部局の一つで、未検査車両および道路税未納車両の取締り、交通車両

法違反車両の追跡などを行う。GDT からの情報に基づき取締りをしている。 

郵 便 ・ 電 気 通 信 省

(MPTC) 

韓国の支援による行政情報システム（GAIS/PAIS）を保有しており、当該システム整備

において車両登録検査に関わるシステムも含まれている。 
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2.6 プロジェクト組織 

本件は、プロジェクトマネジメント、車両登録、車検、IT、PR、モニタリングといった、それぞれ異なる特性の専門

性を求められ、それを集約して結論を導く必要があったことから、日本の車両登録・検査に関わる知見を有する者

を結集して、各分野の専門性を有する企業・協会が共同企業体（コンサルタントチーム）を組成し、本件プロジェク

トを遂行することとした。 

特に、車両登録・車検の担当については、それぞれ、登録・車検に関わる調査・業務の経験のある者もしくは

組織に経験のある者をアサインしている。また、制度の背景や経緯などより専門性の高い部分については、日本

自動車輸送技術協会の知見を得ることで、より高度な技術協力ができるものと考える。 

また、「詳細計画策定調査」に参画したメンバーからも２名が参加（登録・モニタリング）した。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(1) 要員・機材投入計画と実績 

 

要員等 計画 実績 

専門家 長期専門家  …2 

チーフアドバイザー (1) /調整員 (1) 

短期専門家 …14 

業務総括 (2) 

車両登録管理制度 (2) 

車両登録計画、IT システム分析・計画・改

善 （兼務）(1) 

車検管理制度・計画 (1) 

車検管理制度 (1) 

車検管理計画 (1) 

車両管理・車検制度 (3) 

IT ネットワーク技術 (1) 

モニタリング (1) 

PR 活動(1) 

長期専門家  …2 

チーフアドバイザー (1) /調整員 (1) 

短期専門家 …14 

業務総括 (2) 

車両登録管理制度 (2) 

車両登録計画、IT システム分析・計画・改

善 （兼務）(1) 

車検管理制度・計画 (1) 

車検管理制度 (1) 

車両管理・車検制度 (3) 

IT ネットワーク技術 (1) 

モニタリング (1) 

PR 活動(1) 

研修員受入 本邦研修の実施 

カンボジアにおけるセミナー開催 

本邦研修 3 回開催 

カンボジアにおけるセミナー〇回開催 

機材 N/A IT システム機器 

データサーバー 

図表 2 本件プロジェクトの実施体制 

 

 

構成員 専門性

NTTデータ

経営研究所

• プロジェクトマネジメント
•制度・事業環境調査

NTTデータ
•自動車管理システム
•車両登録

デロイト トーマツ
ファイナンシャルアド

バイザリー

•自動車産業政策
•車両登録・検査

日本自動車輸送
技術協会

•車両登録・車検

インテムコンサルティ
ング

• モニタリング
• PR

NTTデータ
経営研究所

NTTデータ ﾃﾞﾛｲﾄﾄｰﾏ
ﾂﾌｧｲﾅﾝｼｬ
ﾙｱﾄﾞﾊﾞｲｻﾞ

ﾘｰ

日本自動車輸送技術協会

NTTデータ
ｲﾝﾃﾑｺﾝｻﾙ
ﾃｨﾝｸﾞ

NTTデータNTTデータ経営研究所

サポート

総括 副総括

車両登録 車検 ＩＴ PR・ﾓﾆﾀﾘﾝｸﾞ

車両登録･車検

レビュー、助言、会
合への出席
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ストレージ、ラック、アクセスフロア、ソフトウ

ェア、セキュリティ機器、ネットワーク機器、

UPS、ワイヤレスアクセスポイント、欄ケー

ブル等 

その他 N/A N/A 

 

(2) カ国側の体制 

 

要員等 計画 実績 

カンボジア側

の運営体制 

Project director 

Project manager 

Counterpart personnel from MPWT 

Project Director  

H.E. Tauch Chankosal 

Project Manager 

H.E. Chan Dara ⇒ Peou Maly ⇒ Voun 

Chhoun 

Counterpart personnel from MPWT 

Mr. Chea Socheat ⇒ Ms. Men 

Chansokol(Vehicle Registration / 

Inspection) 

Mr. Suon Vanhong ⇒Mr. Ly Kong ⇒

Mr. Suon Vanhong (Vehicle Registration) 

Mr. Meng Chhun Heng ⇒Mr. Taing Peou 

⇒Mr. So Pisey (Vehicle Inspection) 

Mr. Chheng Samnang (IT) 

2.Provision of the project office at GDT 

(transport) 

供 与 施 設 そ

の他投入 

MPWT 内プロジェクト執務室の提供  

プロジェクト実施に必要な経費拠出（カ国

側人員に係る地方出張費用及び日当

等） 

MPWT 内プロジェクト執務室の提供  

プロジェクト実施に必要な経費拠出（カ国

側人員に係る地方出張費用及び日当

等） 
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II. 業務実施フローと概要                    

本件プロジェクトに関わる業務フローと、成果・プロジェクト目標との関係について、図表 3 に示した。 

各成果に関わる活動については、活動 1-2 の JCC の定例会議にて必要な承認を得ながら、推進した。 

 

図表 3 業務フローとプロジェクト目標 

 

  

DO CHECK

MPWTによる車両管理行政が改善される

カンボジアの車両登録・車検が円滑に促進される上位目標

プロジェクト目標

成果1
車両登録制度が強化

される

検討の場

租税総局、関税消費税総局、内務省（交通警察）、郵便・電気通信省および民間セクターを含む車両
管理行政タスクフォースを設立する。

関連省庁および民間セクターを招聘し、車両管理行政にかかる定例会議を開催する。

1-1

1-2

モニタリング

民間業者によって実施さ
れる車検をモニタリングす
る

短期IT計画内

のプロジェクト
を実施する

基礎調査

車両登録制度の現状を
分析する。

• 現状のカ国における
制度・実態の把握、
課題抽出

• 周辺国調査・対応調
査

車検の現状（6か所の

車検場を含む）を確認
する。

• 車検制度の参考情
報・

• 実態調査

• 周辺国調査・対応調
査

車両登録・車検にかか
る既存ITシステムの現

状および機能を確認
する

成果1
車両登録制度が強化

される

成果2
車検制度が確立され

る

2-1

3-1

3-4

PLAN
ACTION

国境を行き来する車両管理を含む
車両登録制度の改善案を提案する

MPWTの政策として同制度（改善案）が
採用されるように支援する

車両登録ガイドラインを作成する

カンボジアの現状に合わせて、車検に必
要な検査項目を提案する

民間業者に必要な車検認定基準（要件）
を精査する

車両所有者のインセンティブ促進に向け
た車検対策を検討する

必要に応じ自賠責保険等の制度を、車
検制度の中に取り込むことを提案する

車検ガイドラインを作成する

短期 IT計画（プロジェクト実施期間内を
想定）を策定する

ITシステムにかかるロードマップを提案
する

タスクフォース・メンバーと協議し、
望ましいITシステムに必要なコンセプト、使
用方法、将来像など検討する

車検、車両整備などに関するMPWTスタッフの研修を行う

MPWTスタッフによって実施される車検、車両整備などに関す
るPR活動（車の販売業者へのセミナー、利用者へのキャン
ペーンなど）を支援する。

3-2

3-5

4-1

4-2

成果3
車両登録・車検ITシ
ステムが改善される

成果4
MPWTによって推進さ
れる利用者を対象と
した車検、車両整備
などに関する啓発活
動が強化される

各指標における
目標値の設定

モニタリングの
実施

5-1

5-2

車両登録

車検

IT

PR教育

1-3

MPWTによって実施される

車両登録をモニタリングす
る

1-4

2-2

2-3

2-4

1-5

1-6

2-5

2-6

2-7

1-7

3-3

本件プロジェク
トによる成果
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1 成果１ 車両登録制度が強化される 

活動 1-1  租税総局、関税消費税総局、内務省（交通警察）、郵便・電気通信省および民間セクターを

含む車両管理行政タスクフォースを設立する 

JICA 専門家は、タスクフォースの目的と設立について Tauch Chankosal、国務長官、チャン・ダラ総局長に説

明、また、2016 年 8 月に開催されたキックオフセミナーにおいてスン・チャントール大臣にも説明を実施。キックオ

フセミナー後、具体的なタスクフォースの目的、期待効果、会議の構成について MPWT 側と協議を行い、2016 年

9 月にチャン・ダラ総局長との間で MPWT 側のメンバー指名について合意を得た。 

 

図表 4 タスクフォース開催による期待効果 

 

 

第 1 回タスクフォースは 2017 年 3 月に開催された。関連省庁からの参加者を含めた全てのタスクフォース構成

員は以下の通りである。 

図表 5 タスクフォース構成員 

No. Name Position Ministry/Institution 

1 H.E. Peou Maly 
Director General, General department of Land 

Transport 
GDLT, MPWT 

2 Mr. Chea Socheat 
Director, Department of Land Transport 

(DLT) 
GDLT, MPWT 

3 Mr. Suon Vanhong Deputy Director, DLT GDLT, MPWT 

4 Mr. Meng Chhun Heng Deputy Chief of Inspection Department, DLT GDLT, MPWT 

5 Mr. Chheng Samnang Deputy Chief, DLT GDLT, MPWT  

6 Mr. Heang Sotheayuth 
Director, Department of IT and PR of Cabinet 

Office 
MPWT 

7 H.E. Ken Sambath Deputy Director General GDT(Tax), MoEF  

8 Mr. Sok Sovithyea Deputy Director GDCE, MoEF 

9 H.E. Khieng Sokunthea 
Director of Khmer National Identification, 

General Department of Identification 
MoI (ID) 

MPWT(GDT)
GDT(tax)

 Appropriate vehicle registration information  would  contribute to raise 
road tax collection rate

 Any other measures in collaboration between these organizations to 
improve tax collection

MPWT(GDT)
GDCE

 Sharing import tax(custom) information would contribute to reduce
smuggled vehicles and the  quick and smooth vehicle registration 
procedure and accurate vehicle registration.

MPWT(GDT)
MOI(traffic 

police)

 Sharing vehicle registration information(including history, ownership, 
vehicle inspection information) would contribute to the crackdown by 
traffic police.

 If the effect of the traffic police’s activities would improved, civils 
would buy or drive their car in peace.

Related organization Expected effect of the Taskforce
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10 H.E. Run Rathveasna 

Director, Department of Traffic Police and 

Public Order, General commissariat of national 

police 

MoI (Traffic Police) 

  

タスクフォースの主な目的は、車両登録情報に係る情報共有・連携について議論することであったが、MPWT

は、関連省庁間での情報共有の重要性を認識し、6 か月毎のタスクフォースとは別に関連省庁との会議を自ら開

催、協議を始めたため、タスクフォースの開催は、第 2 回タスクフォースを以て完了とした。 

 

  

 
開会の辞_H.E.Peou Maly 

 
協議の様子-2 

 
車検からの説明 

 
車両登録による説明 

 
GDT (tax)からの説明 

 
GDCE からの説明 
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活動 1-2  関連省庁および民間セクターを招聘し、車両管理行政にかかる定例会議を開催する 

2016 年 8 月、スン・サンチャントール MPWT 大臣出席の下、MPWT 幹部向けキックオフセミナーが開催され、

本件プロジェクトの概要、業務計画の概要について説明した。業務計画書に基づき、2016 年 6 月に第 1 回 JCC

を開催、その後年 2 回（12 月と 6 月）JCC 会議を開催した。 

 

図表 6 JCC における議事 

開催時期（回次） 議事 

Sep 2016 (kick off) 業務計画書の説明 

Dec 2016 (第 1 回) 車両登録分野の進捗報告（課題抽出） 

自動車検査分野の進捗報告（課題抽出） 

IT システム分野の進捗報告 

Jun 2017  (第 2 回) 車両登録分野の進捗報告（改善案の説明） 

自動車検査分野の進捗報告（改善案の説明） 

IT システム分野の進捗報告（短期 IT 計画の提示） 

モニタリング制度、指標の説明 

Dec 2017 (第 3 回) プロジェクトの概要 

車両登録分野の進捗報告（課題の再提示・改善案の提示） 

自動車検査分野の進捗報告（改善案の提示） 

IT システム分野の進捗報告 

モニタリング：モニタリング指標の中間結果に関する説明 

Jun 2018  (第 4 回) プロジェクト進捗報告の概要 

IT システム: 短期 IT 計画の進捗報告、ロードマップ案提示 

登録分野：ガイドラインの提示（承認） 

車検分野：ガイドラインの提示（承認） 

モニタリング：モニタリング指標の中間結果に関する説明 

Dec 2018  (第 5 回) プロジェクト進捗報告の概要 

IT システム: 短期 IT 計画の進捗報告、ロードマップ改訂版提示（承認） 

登録分野：改善案に係る検討・取り組み報告 

車検分野：車検ガイドライン浸透のための取組報告 

モニタリング：モニタリング指標の中間結果に関する説明 

Jun 2019 (第 6 回) 各担当：改善計画等に係る進捗報告と今後の計画（Prakas 承認、大臣承認等） 

プロジェクト完了報告の説明 

モニタリング結果の説明 

 

活動 1-3 現状のカンボジアにおける制度・実態の把握､課題抽出 

2015 年に、本件業務のため実施した詳細計画策定調査結果について実態把握を進めた。 

その結果、詳細計画策定調査の後、2016 年 1 月に新しい道路交通法が公布され、関連する Prakas や circular

が発行されたことが判明したことから、2015年以降の変更と、それに伴うプロジェクトへの影響について確認をとっ

た。 

2015 年以降の変更点の主な内容は以下の通り。 

 ナンバープレートの管理と登録証明書と運転免許証の作成（2015 年通達 001 号） 

 公用車の車両登録機能を公共事業省（DPWT）から One window サービスオフィスに移管（2016 年

2 月のプラカスとガイドライン） 

 右ハンドル車のナンバープレート（2016 年 3 月の PrakasNo.118） 

登録上の所有者を現在の所有者が把握していない場合の所有権移転の手続き（2016 年 3 月の

プラカス No.119） 
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 MPWT は、2017 年 7 月に MPWT と MoEF の共同 Prakas（GDTax、GDCE）に基づいて特別ナンバ

ープレートの販売を開始した。 

車両登録に係

る法制度 

カンボジアの法制度の基本構造は、憲法＞法律 (Law)＞王政令（Royal Decree）＞副政令

（Sub-Decree）＞省令(Prakas)＞通達(Circular)＞その他の規制（命令、指示など）となってい

る。 

車両登録管理システムに関連する主要な法制度は以下の通り。 

 

図表 7 車両管理行政制度 

No. 制度分類 法制度名 概要 

1 Law Road Traffic Law 

(January 9, 2015) 

車両登録管理システムの基本原則を規制 

2 Sub-

decree 

Sub-decree No.77 

(November 28, 

2008) 

車両のナンバープレートの発行について 

3 Circular Circular No.001 

(January 14, 2004) 

Sub-decree No.77 の導入について 

4 Guideline Additional Guideline 

No.037 (October 01, 

2007) 

公共事業および運輸省の州/首都部への

車両登録機能の委任について 

 

5 Prakas Prakas No.095 

(February 10, 2012) 

車両（全種類）のナンバープレートの形状と

サイズについて 

6 Circular Circular No.001 

(February 04, 2015) 

車両のナンバープレートの管理と車両 ID お

よび運転免許証の作成について 

7 Prakas Prakas No.118 

(March 11, 2016) 

右ハンドル車のナンバープレート 

8 Prakas Prakas No.118 

(March 11, 2016) 

登録上所有者が見つけられない車両の適

切な転送の形式と手続きについて 

9 Prakas Prakas No.066 

(February 01, 2016) 

首都/地区/特別市管理の One-Window サ

ービスオフィスへのオートバイ登録の機能

委任について 

10 Prakas Joint Prakas No.863 

(July 19, 2016) 

ファミリー車および小型車のナンバープレ

ートの販売について 

11 Prakas Joint Prakas No.864 

(July 19, 2016) 

特別ナンバープレートの販売収入の管理に

ついて 
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車両登録に係

る関連組織 

①車両管理制度に係る規制機関 

MPWT が車両登録管理制度を所管している。 MPWT 内の組織構造は以下の通り。 

 

図表 8 車両管理行政を所管する行政組織の概要 

No. 組織名 概要 

1 MPWT 

(Ministry of Public 

Works and Transport) 

車両登録管理システムの規制所管省庁 

2 GDLT 

(General Department of 

Land Transport) 

陸上輸送に関する政策の管理を担当するMPWTの総

局 

3 DLT 

(Department of Land 

Transport) 

車両登録、車両検査、輸送事業許可、研究などの陸

上輸送に関する政策策定 

4 DPWT 

(Department of Public 

Works and Transport) 

都市部/地方部での一般車両と商用車の車両登録の

実施 

5 Kamtranship MPWT とのアウトソーシング契約の下、ナンバープレ

ートと車両登録 ID カードを作成する民間企業 

 

②他の関連省庁 

MPWT 以外にも車両登録に関連する政府組織があり、主な組織について、以下に記載する。 

 

図表 9 車両登録に関連する行政組織の概要 

No. 組織名 概要 

1 

GDCE 

(General Department of 

Customs and Excise) 

MEF（経済財務省）は、車両の輸入税の規制を担当

しており、車両の新規登録には輸入税納付証明が必

要となる。 

2 

GDT (Taxation) 

(General Department of 

Taxation) 

MEF（経済財務省）は、車両所有者に対する道路税と

所有権移転のための印紙税を規制。 

3 Traffic police 

MOI（内務省）の交通警察は、未登録車両、未検査

車両、税金未納付の車両などの違法車両の取締りを

担う。 

4 

GID 

(General Department of 

ID) 

MOI（内務省）の GID（ID 総局）は、カンボジアの国家

への国民 ID カードの発行を担当。（車両の登録には

国民 ID 等の本人確認が必要） 
 

 

調査に際しては、文献調査の他、車両登録担当の Suon Vanhong 氏へのインタビューを実施。また、ンポンチャ

ム事務所とプノンペン事務所の車両登録事務所、MOI が管理する One Window Service Office（オートバイ登録

の現状）、現地ディーラーに訪問し、現状の車両登録の実態と課題について、ヒアリングを実施した。 

 

なお、登録窓口は、地域と車両のナンバープレートの種類によって異なる。 
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図表 10 車種・地域区分別登録窓口 

 

「Official 1（公用車 1）」と「Official 2（公用車 2）」の差異は、公用車２が、国防省が所有する戦場で使用され、国

家保護のために使用される車両 及び、保安作業や社会秩序のために使用される内務省所有車両が「公用車 2」

であり、それ以外の公用車（省庁、州の機関、公営企業、経済団体、選挙委員か、大使館、国連機関、国際機関

等）は、「公用車 1」に該当する。 

 

現在、MPWT は車両登録情報を不定期にハードコピーや USB メモリー等の方法で他の省庁に共有している

が、その情報の不正確性が課題となっている。 

 

図表 11 情報活用状況 

省庁 情報活用の状況 

MOI  

(交通警察)2 

ナンバープレート情報以外の車両登録情報（車検情報を含む）は、MPWT から提供されていな

い。そのため、路上での未車検車両の取り締まりを効率的に行うことが難しい。 

同様に、盗難車両や違法車両の取り締まりも効率的に行うことができない。 

GDT (Tax) 車両登録情報の所有者情報等は不正確なため、道路税課税対象者を車両登録情報から特定

することは困難な状況である。 

GDCE MPWT は車両登録情報を GDCE に提供していないため、車両登録が関税課税の際に申告され

た通りの用途に使用されているか確認することができない。（関税額は用途によって異なる） 

 

車両登録分野については、当初計画通り、第 1 回ＪＣＣにおいて課題抽出結果を説明したが、詳細計画策定

調査以降に、道路交通法が改正となり、且つ、関連する法令の変更や見直し作業が続いていたことから、第 1 回

ＪＣＣで抽出した「課題」について、MPWT 側と議論を続け、2017 年 6 月の第 2 回 JCC で修正した「課題」を提示

した。修正後の課題は以下の 4 点であり、2017 年 6 月のＪＣＣにおいて承認を受けた。 

① 過去の自動車登録内容の不正確さ 

② 登録所有者の資産保護の制度の不在 

③ 車両登録手続きにおける信頼性の欠如 

④ 関連省庁との情報共有の不十分さ 

                                              
2 Since the problem has not become obvious on the information sharing with MOI (ID), this report does not explicitly state the issue. The relation 

between MOI (ID) and MPWT is that MPWT is checking the national ID card information issued by MOI (ID) every time an application for registration is 

made. We will consider the necessity and possibility of cooperation with ID information possessed by MOI (ID) in the future when we confirm further 

challenges concerning MPWT information sharing and examine concrete improvement measures. 

 

Registration reception desk

4 wheels vehicle 2 wheels vehicle(Motor cycle)

Non

Official
Official 1 Official 2

Non

Official
Official 1 Official 2

Capital GDT - ○ - - ○ -

Other Ministries - - ○ - - ○

DPWT Next to GDT ○ - - - - -

Phnom penh - - - - - -

One window service office - - - ○ - -

Province DPWT ○ - - - - -

One window service office - - - ○ - -
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活動 1-4 国境を行き来する車両管理を含む車両登録制度の改善案を提案する 

2017 年 6 月に開催された第 2 回 JCC では、以下の通り改善計画を提案し、承認を得た。 

 

図表 12 車両登録改善計画 

課題 改善案 改善案の説明 

過去の車両登録内容の

不正確さ 

PLAN 1: 

過去に登録された不正

確なデータの修正 

過去の登録内容の修正 

長期間登録情報の更新が無い車両に係る MPWT 職員に

よる職権抹消  

登録所有者の資産保護

の仕組みの不在 

PLAN2: 

登録所有者の資産保護 

ローンに係る登録システムを設定する 

車両所有者と使用者を区別するための登録項目を設定す

るとともに、所有者の権利認証と第三者対抗要件を設定

する。  

車両登録手続きにおけ

る信頼性の欠如 

 

PLAN3: 

登録の信頼性向上 (新

規登録、移転登録、抹

消登録) 

ディーラーにおける登録ガイドラインを改善/作成する 

所有者移転と抹消登録に係るオンライン申請を可能とする 

関連省庁との情報共有

の不十分さ 

PLAN4: 

関連省庁との情報共有 

MPWT 内の登録分野・車検分野間の情報を連携する。 

関連省庁との情報共有に係る必要な情報項目、及び頻度

や方法を定義する。 

 

2017 年 6 月の第 2 回 JCC で承認を受けた改善計画については、改善方法の不明確な部分もあったため

MPWT や、関連省庁等と更に協議を進めた。 

その協議結果を踏まえ、改善案を以下の通り、修正した。 

 

図表 13 改善案（改訂版） 

PLAN1-過去の不正確な登録情報の修正 

過去に登録さ

れた不正確な

データの修正 

課題 自動車の所有者が、正しく自己名義に車両登録しようとしても、登録上の

所有者を知らなければ点登録することができない。 

修正改善案 Prakas No.119 の適用期間をある程度の効果が出るまで延期する。 

※Prakas 119 は、一時的な措置として、登録上の所有者が見つからない

場合の移転登録の手続きを定めるものであり、同 Prakas の規定に基づく

手続きにおいては、以下の書類が必要とされている。  

車両登録カード (原本) 

申請者の拇印を押した所有者移転申請書 

所管当局からの認証を受けたカンボジアの ID カード原本もしくは写し 

バイクや全ての三輪車両を除き、印紙税納付領収書 

車両所有者移転に係る保証契約（担当職員の面前で契約締結） 

 

期待される結果 登録所有者との移転に係る合意書がなくとも、移転登録手続きが可能と

なり、MPWT は車両所有者を正確に管理することができる。 

推奨事項 Prakas No.119 の適用延期を決定したら、同 Prakas について国民や

MPWT 職員に周知を図ること。 

また、車両所有者に移転登録を促してもらえるよう、交通警察にも周知を

図ること。 

長期間登録情

報の更新がな

い車両に係る

課題 

 

車両所有者の多くは抹消登録手続きがあり、義務付けられていることを

知らない（そのため、既に廃棄・不使用となっている車両が抹消されてい

ない） 
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MPWT 職員に

よる抹消登録 

修正後の改善案 職権抹消の要件を設定する 

MPWT が設定した期間を超えて、車両登録情報の更新をしなかった場

合、MPWT は職権により当該登録を抹消することができる 

但し、抹消前に登録上の所有者に抹消に係る確認通知を行う 

国民に対応措置について周知を図る。 

期待される結果 MPWT が正確に車両所有者を管理することが可能となる 

推奨事項 職権抹消の要件を設定したら、MPWT 及び DPWT の職員、国民への抹

消登録に係る教育が必要。 

PLAN2-登録所有者の資産保護 

車両所有者と

使用者を区別

するための登

録項目を設定

するとともに、

所有者の権利

認証と第三者

対抗要件を設

定する。 

課題 

 

車両の借り手である運転者が交通事故を起こした場合、車両所有者が事

故の責任を請求される。 

修正後の改善案 MPWT が車両の所有者情報に加えて使用者情報も管理する  

所有者と使用者を区分し、Prakas にその権利義務を記載する。 

新規登録の申請時に、申請者は使用者の情報も提供する。 

所有者情報と使用者情報は登録 ID に表示される 

期待される結果 車両の借り手である運転者が交通事故を起こした場合でも、被害者はそ

の損害を車両所有者ではなく実際の運転者に請求することが可能であ

る。（警察が運転者を特定することが可能となる） 

推奨事項 MPWT は交通警察に、運転者が登録 ID の使用者として記載されている

か確認する様依頼し、もし使用者の名前が運転者と異なる場合に、運転

者に罰金を科す等の対応をとる。 

登録部門は、車検センターに来た運転者が登録 ID 上の使用者であるか

確認するため、検査部門と連携する。 

ローン登録情

報の設定 

 

課題 

 

買い手や MPWT はその所有者がローン返済中か否かを知る術がなく、

自動車ローン完済前の車両所有者がその車両を売却してしまい、ローン

会社が貸金の回収に困難をきたす場合がある。 

修正後の改善案 ローン会社は、ローンに関する情報を MPWT に登録する。（借入人氏

名、対象車両、ローン返済状況等） 

MPWT はそれら情報を管理し、対象車両に係る所有者移転登録の申請

があった場合には MPWT はその申請を拒否し、ローン会社に通知する。 

期待される結果 車両所有者は自動車ローン完済前にその車両を転売することが困難と

なる。 

PLAN3-登録の信頼性向上 (新規登録、移転登録、抹消登録) 

ディーラー向

けの登録ガイ

ドラインを改善

/作成する 

 

課題 

 

自動車ディーラーは所有者に代わって車両登録することができるが、オ

ンライン登録制度が新しいものなので、ディーラーの中には車両登録の

手続きを十分に理解できていないものもある 

修正後の改善案 ディーラーが手続きをより容易に進められる様、ディーラー向けのガイドラ

インとチェックリストを作成する。 

期待される結果 ディーラーが販売車両の登録を（問題なく）実施できれば、未登録車両

は減少する。 

オ ン ラ イ ン 申

請による移転

登録・抹消登

録 

課題 

 

車両所有者が移転登録をせず抹消登録もしないため、車両登録情報の

不正確を生じている。 

修正後の改善案 MPWT は GDT(tax)と連携し、GDT(tax)が MPWT の車両登録情報に基

づいて道路税を課すこととする。 

登録上の所有者は、既に売却した車両に係る道路税支払いを避けるた

め、移転登録をするインセンティブが働く。 

抹消登録の促進に関しては、車両登録預託金を設け（新規登録時に払

い込み）、抹消登録時にその払い戻しを受けられる形とすれば、抹消登

録に係るインセンティブとなり得る。 

期待される結果 車両の所有者は、税を多く納付することを避けるため、移転登録や抹消

登録を行う。 

PLAN4-関連省庁との情報共有(変更なし) 

 



18 

2017 年 12 月開催の第 3 回 JCC において上記修正後の改善案が提案され、預託金を除き、承認を受けた。

預託金制度の導入が困難な理由は、現時点のカンボジアの生活水準が必ずしも高くないため、国民に追加的な

負担をかけることは難しいためであり、ただし、将来的には、検討の余地もあるとの考えも示された。 

 

活動 1-5 MPWT の政策として同制度（改善案）が採用されるように支援する 

図表 14 改善案の導入状況 

分類 改善案 導入状況 

PLAN 1: 

過去に登録され

た不正確なデー

タの修正 

Prakas No.119 の適用

期間をある程度の効

果が出るまで延期す

る。 

 Prakas No.119 が適用期間となり、MPWT は車両所有者への制

度周知を図ろうとしている。 

職権抹消の要件を設

定する 

 

 日本における職権抹消制度の紹介等をしながら、要件の設定に

ついて協議した。 

 新規登録・移転登録に係る取り組みを優先させるため、抹消登

録の取り組みについては劣後して進めることとなった。（登録が

進んだ段階で抹消を検討することが望ましい） 

PLAN2: 

登録所有者の資

産保護 

車両の所有者情報に

加えて使用者情報も

管理 

 PrakasNo.046(改訂版)において規定される予定である。 

 但し、2018 年 10 月に GDLT 内の決定が完了したものの、

MPWT の大臣の決定は未了。（2019 年 5 月現在） 

 同 Prakas における主な改正点は、①ユーザー登録管理の明確

化、②ユーザーは移転登録できない旨の明記（所有者のみ） 

である。 

 なお、車両登録カードのデザインも変更され、ユーザー情報もカ

ード上に表示されることとなった。 

ローン登録情報の設

定 

 

 ローン返済中車両に関して、移転登録不可なプレート番号管理

に係る提案については延期されている。 

 その代わりに、ローン提供者から発行されたレター（移転登録許

可）の導入が検討されている。 

PLAN3: 

登録の信頼性向

上 (新規登録、

移転登録、抹消

登録) 

ディーラー向けのガイ

ドラインとチェックリスト 

 ディーラー向けのオンライン登録マニュアルについては、MPWT

から直近のマニュアルを入手できていなかったため、第 3回 JCC

においては、方針の概要を示すにとどめた。 

 その後、ブルーテクノロジー社が更新されたマニュアルを受領、

登録手続きが記載され、改善点について指摘した。 

 GDLT は、ブルーテクノロジー社によるマニュアル更新が完了し

たため、当該資料を活用することとした。 

PLAN4: 

関連省庁との情

報共有 

MPWT 内の登録・車

検間を接続する。 

関連省庁との情報共

有に係る必要な情報

項目、及び頻度や方

法を定義する 

 

 GDT(tax) 

- MPWT は GDT(tax)との幹部レベルでの会合を持ち、協業

について合意した。 

- 将来の改善に向けた両省庁間の協議は、複数回開催され

ており GDT(tax)がどのような条件になれ MPWT の車両登

録情報を活用できるかが重要なポイントとなっている。 

 GDCE 

- GDLT もしくは DPWT の登録窓口において、輸入税納付

の確認は、納税時に発行されたコードを入力することによ

ってシステム画面上でなされる。 

- その結果として、登録窓口が輸入税証明書を紙ベースで

取得し、登録窓口に派遣された GDCE の職員がその確認

を行うという運用はなくなった。（GDCE 職員の派遣もなくな

った） 

 交通警察と ID 総局 

- MPWT では、GDCE と GDT(tax)との情報連携について優
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分類 改善案 導入状況 

先的に取り組んでいるため、交通警察と ID 総局との取組に

ついては現時点では特段の進捗は無い。  

- GDCE と GDT(tax)との協議が完了したら、交通警察及び

ID 総局との協議を開始する意向である。 

- ただし、交通警察がいくつかの車両登録情報をモバイル端

末から閲覧できる様、MPWT はオンライン申請システムの

アカウントを交通警察に提供している（但し、同アカウントの

権限は MPWT よりも限定されている）。 

 なお、交通警察と ID 総局との取組を今後進めていくに際しては

以下のような課題を克服せねばならないことが想定される。 

- 登録情報を MPWT の IT システムから交通警察が受信する場

合のサーバーの現行が必要。（交通警察のサーバーは個人

所有のものであるため） 

- ID 総局は ID 情報を他の公的機関に提供する際に手数料を

収受しているため、MPWT に対して、ID とのマッチング用の情

報を提供（限定的であっても）との間でも何等かの手数料が発

生する可能性がある。 

 

活動 1-6. 車両登録ガイドラインを作成する 

改善計画の内容を含む車両登録ガイドライン及びチェックリストは、第 3 回 JCC に提出され、承認を得た。ただ

し、活動 1〜5 の状況を勘案して、ガイドラインの修正の必要が生じた。修正については、カ国の状況を踏まえ、

MPWT が自らＪＣＣで承認を受けたガイドラインに修正を加え、コンサルタントチームがその内容を確認した。 

主な修正点としては、スタッフ処理手順の詳細化と、登録システムの重要性に関する説明の強化である。ガイド

ライン、チェックリストの具体的な内容については成果物をご参照いただきたい。 

 

活動 1-7. MPWT によって実施される車両登録をモニタリングする 

コンサルタントチームと GDLT は、車両登録の重要性及び手続について、国民、自動車ディーラー、DPWT 職

員等の理解を高めるために、多くのセミナーを開催した。 

 

(a) 自動車ディーラーとの協議（2018 年 3 月） 

 車両登録手続きに係る協議を行う会議を開催。 GDLT 局長、GDLT の登録スタッフ、自動車ディーラ

ーらが参加した。 

(b) シェムリアップにおける小規模セミナー（2018 年 9 月） 

 車両の登録ガイドラインに関するセミナーを開催。カ国内の全ての DPWT から登録スタッフが参加し、

GDLT 職員および JICA 職員を含め、参加者総数は約 80 人に達した。 

(c) カンポンチャムにおける小規模セミナー（2018 年 9 月） 

 州の DPWT 職員向けの小規模セミナーを開催。 シェムリアップでの大規模セミナーに続き、同セミナ

ーに参加できなかったスタッフ向けにガイドラインの説明を行った。 

(d) ケップにおけるセミナー（2019 年 1 月） 

 登録ガイドラインに関する登録職員向けセミナーを開催。全国の DPWT および GDLT を含め、約 60
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人が参加した。本セミナーについては、当日の全ての手続きを GDLT が自ら行った。 

(e) モンドルキリにおけるセミナー（2019 年 2 月） 

 登録ガイドラインに関する登録職員向けセミナー。DPWT および GDLT の参加者を含む約 60 人が全

国に参加した。 

 

〇プロジェクト完了時点の改善案の進捗について 

図表 15 改善案の導入状況[2019 年 5 月現在] 

分類 改善案 導入状況 

PLAN1 Prakas No.119 の適用期間を

ある程度の効果が出るまで

延期する。 

 Prakas No.119 は現在適用となっている。(完了) 

職権抹消の要件を設定する 

 

 新規登録・移転登録が改善された後、検討を開始する。（将来

計画） 

PLAN2 車両の所有者情報に加えて

使用者情報も管理 

 Prakas No. 046 に追加され申請中である。（完了見込） 

 2019 年 5 月現在、プラカス No.046 はすでに GDLT から MPWT

に提出されており、法務委員会と Cabinet の審査を経て、大臣

の署名を得る予定である。 

ローン登録情報の設定 

 

 所有者・使用者情報が導入された後に検討予定。(将来計画) 

PLAN3 ディーラー向けのガイドライ

ンとチェックリスト 

 ガイドライン及びチェックリストは既に JCC で承認済。 

 更に、Prakas No.46 の MPWT 大臣承認が下りたら、正式な文書

となる。（既に運用は開始しており、完了見込） 

 なお、従前は、登録マニュアルを GDLT と Kamtranship が

作成していたが GDLT 向けのガイドラインを、ディーラー向

けの教育訓練にも活用している。 

PLAN4 MPWT 内の登録・車検間を

接続する。 

関連省庁との情報共有に係

る必要な情報項目、及び頻

度や方法を定義する 

 GDCEと交通警察は、ＧＤＬＴから/に対して必要な情報を提供・

受領することができている。ただし、GDT(Tax)と GID にういては

まだ達成できていない。(部分的に完了) 

 

2 成果 2. 車検制度が確立される 

活動 2-1.  車検の現状（6 か所の車検場を含む）を確認する 

文献調査（現行規定や関連主体の確認等）と GDLT 担当者へのヒアリングの後、実際の検査の状況を把握す

るため、車検場を訪問した。 

車検を所管する省庁は MPWT / GDT であり、法制度や管理制度の設計、改善を図っている。車検について

は、DPWT の下、実際の検査は、認可を受けた民間企業が実施している。 

車検に関連する Prakas は以下の通り。 

図表 16 車検関連 Prakas と規定内容 

No Prakas 名称 内容 

1 技術 基 準と車 両技 術 検 査に 関する

Prakas  

検査項目、基準、証明書や結果レポート等の様式。 

2 車両技術検査に係る Prakas  検査項目、基準、手続き等 

3 車検センター管理に係る Prakas 

 

検査機器/検査官に係る要件、手数料からの証明書と収益の処

理方法、報告義務、GDLT の役割 
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各車両検査センターは、MPWT および公認の民間企業によって管理および運営されており、政府側のみが運

営するセンターは無い。  

プロジェクト開始当初（2016 年 11 月現在）、車検場は全国で 10 箇所だったが、その後 4 車検場が営業を開始

したため、現在全国に 14 の車検場があり、うち 5 つがプノンペンにある。 

なお、車検場が無い州が３つあるが、それらの州では、3 台のモバイル車検ユニットを活用して運用している。 

 

図表 17 車検実施台数（2010-2015 年） 

年 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

検査車両台数 61,369 99,176 90,481 150,798 140,175 200,315 

 

図表 18 地域別車検実施台数（2015 年） 

州 検査車両台数 
全国車検検査台数

に占める割合(%) 

Phnom Penh 145,571 72.7% 

Battambang 16,983 8.5% 

Kampong Cham 11,450 5.7% 

Siem Reap 19,179 9.6% 

Preah Sihanouk 7,070 3.5% 

Others 45 0.0% 

Total 200,298  100% 

 

また、文献調査やＭＰＷＴ担当者へのヒアリングにとどまらず、プノンペン 2 か所、シハヌークビル、コンポンチャ

ム、シェムリアップとバッタンバンの車両検査サイトを訪問した。 

  

DPWT におけるインタビュー《シハヌークビル 

DPWT》 

スピードテスト機器へと進行する車両と CMVICE

チーフ検査員（コンポンチュナン） 

  

同意書を作成する CMVIC の検査員 CMVIC 下回り検査（目視）(GDT 車検場) 
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車両検査機器については、車両検査を運営する会社である CMVIC の機器管理者に何度かインタビューを行

い、車両検査機器の保守、校正などの実施状況と管理状況を把握した。また、一部の機器について実際の校正

方法（重量計）のデモを確認した。 

 

  

CMVIC と契約している技術者による横滑りの校正装置

の説明 

CMVIC と契約している技術者による計量スケールの校

正のデモ 

 

図表 19 現地実地調査結果の概要 

項目 現地調査結果 

検査員の要件 

 

 現在車検業務を委託している民間企業との契約文面に、検査官に関する簡単な説明

はあるものの、検査員に係る規制ではない。検査を受託している CMVIC では、独自の

検査マニュアルや実地訓練などの制度を有しているものの、MPWT は検査員の質を疑

っている状況であった。 

検査機器の要件 

 

 MPWT の職員は、車検を受託している民間企業らが、車検機器について適切な校正

を実施していないことを問題視しているものの、法制度上、必要な機器の名称は特定さ

れているものの、それら機器に必要な仕様や校正については規定されていない。 

車検制度の管理  車検実施状況についての報告としては、車検場から DPWT への報告、DPWT から

MPWT / GDT への定期的な報告がある。 ただし車種別の検査実施車両数等、報告

項目は限定的である。更に、DPWT は、車検場に対して（機器修理の場合を除き）指導

を行ったり、立ち入り検査をする立場にはない。 

同一性確認と目視

検査 

 DPWT 職員と民間検査員の間で、これらの業務分担は曖昧であり、責任の所在が不明

確になる傾向がある。また、運用ルールは車検場ごとに異なっている。 

 検査項目としては、照明、タイヤ、ナンバープレート、車体の状態、シャーシ番号などの

基本的な項目のみが検査員/DPWT 職員によってなされている状況で、エンジンルー

ムを開いたりする様子は見受けられなかった。 

足回り検査  車両所有者に詳細な説明が与えられるが、検査員の能力が十分ではないため、検査

方法には不十分な点が見受けられた。 

不合格の際の手続

き 

 

 車両所有者と車検運営企業は、不合格項目がある場合には、要修理箇所について確

認し、合意書を締結するものの、車検証は発行されない。 

 合意書原本は所有者に渡され、写しは車検場に 5 年間保管されます。 

 なお、不合格車両は、検査後 30 日以内に再検査する必要がある。 

 

 対処すべき課題は、規制/規則、管理、知識/理解といった、3 つの領域に分類された。 

（例） 

 車検機器標準：適切な機器要件の不在（規制・規則）、ＤＰＷＴにおける理解不足（知識/理解） 

 管理制度：規制が管理制度を明確にしていない（規制・規則）、管理されるべき情報が特定されておらず明

記されていない（管理制度）、DPWT における管理に係る理解不足（知識/理解） 
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 優先事項：規制は遵守されていない部分がある、適切な点検管理の未導入（以上管理制度）、DPWT の理

解不足、検査員の知識・理解不足（以上、知識/理解）が優先事項として特定された。 

 

活動 2-2.  カンボジアの現状に合わせて、車検に必要な検査項目を提案する 

目視検査については、特に実施が不完全である可能性が高かったことから、MPWT とコンサルタントチームは、

2017 年 11 月に、目視検査項目を優先的に取り組む方針を決定した。 

なお車検項目のうち、機器検査にういては、検査基準が既に整備され実務上も導入済であったこと、MPWT 側

がその検査データを保有していないことから、適切な数値基準を設定する困難が想定されること 等から今般の

改善の対象とはしなかった。 

目視検査のうち、優先的に取り組むべき項目として、今般車検方法を整備したのは以下の項目である。 

 

図表 20 承認を受けた目視検査項目 

目視検査の分類 外観検査 足回り検査 

検査項目 

 ワイパー 

 フロントガラス 

 シートベルト 

 ドア/ドアヒンジ 

 運転席/前席 

 タイヤ 

 ホイールナット/ハブボルト 

 サイドガード 

 ウインカー 

 ブレーキランプ 

 ラジエーター 

 エンジン 

 ギアボックスとディファレンシャル 

 ステアリングギアボックス 

 ステアリング 

 安定剤 

 プロペラシャフト/ジョイント 

 板バネ/シャックル/ U ボルト 

 ブレーキパイプ/ホース 

 ショックアブソーバー 

 燃料パイプ 

 ドライブシャフト 

 排気管/サイレンサー 

 フレーム/ボディ 

 

活動 2-3.  民間業者に必要な車検認定基準（要件）を精査する 

コンサルタントチーム及び長期専門家は、2017 年 5 月に GDLT 職員向けにセミナーを開催し、日本における

車検機器管理等の制度について説明した。 

図表 21 車検機器管理セミナー概要 

目的 日本における車両検査機器の技術基準とメンテナンスの理解 

対象者 GDLT 職員、車検業務受託民間企業 

内容 車検機器に係る技術標準 

 車検機器に係る法規制 

 車検センターが装備を義務付けられている機器 

 車検機器の技術標準（いくつかについて例示） 

維持管理 

 品質管理 

 維持管理規則 

 維持管理に係る書式 

 

車検機器校正の重要性は、カ国側、コンサルタントチーム側ともに認識していたものの、カ国では全ての車検

場について民間企業の運営となっており、MPWT が自ら運営している車検場がなく、且つ、検査官、車検場、検

査機器、検査と機器の監視基準を設定することを優先すべきであると判断した。 
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2017 年 11 月までに、日本制度に基づき、車検要件のフレームワークが作成し、C/P との協議を経て、車検要

件のドラフトを作成、2017 年 12 月の JCC にて承認を得た。 

 

活動 2-4.  車両所有者のインセンティブ促進に向けた車検対策を検討する 

カンボジアでの車両検査率向上のためのインセンティブを検討するために、カンボジアでこれまでに導入され

たインセンティブ対策を調査しました。 また、タイやマレーシアなどの近隣諸国における同様の取り組みを調査し

ました。 これらの研究の結果に基づいて、インセンティブオプションを検討および整理し、第 3 回 JCC にて報告

した。   

但し、例えば、参考事例のうち、タイについては、車両登録の更新制度がある等、前提条件が異なるため、同

様の制度を採用しても効果が出るとは限らないと判断し、カ国では国民の車検に係る理解不足、車検制度に係る

不透明性等の問題を解消することが車検促進につながると判断し、広報 PR 活動等、周知を図る取り組みを推進

する方針とした。 

                                                  

活動 2-5.  必要に応じ自賠責保険などの制度を、車検制度の中に取り込むことを提案する 

第 3 回 JCC において、コンサルタントチームは、自賠責保険制度について紹介した。 

既に、自賠責保険を強制する規制を既に採用している国も世界に多く存在するが、東南アジアの自賠責保険

への付保率は低く、まだ後れをとっている状況である。本件プロジェクトでは、東南アジアの中でも、自賠責保険

を広めようとしているタイとマレーシアの事例を紹介した。ただし、本件プロジェクトにおいては、車検制度やその

管理制度に力点を置くこととし、自賠責保険の取り込みは今後の課題として残すこととした。 

 

活動 2-6. 車検ガイドラインを作成する 

活動 2-1 で抽出された問題に基づき、コンサルタントチームは、まず改善案を策定した。 

図表 22 車検改善案 

改善されるべき事項 改善案 

<規制・規則> 

機器および検査官の基準 

 検査機器と検査官の基準を設定することを提案した。 
 

<改善計画> 

GDLT は、検査機器の技術基準と検査員の基準を設定する。 

日本の事例をもとに、カンボジアの状況に合わせて、日本の制度を修正し、

カ国における基準を整備する。 

その後、MPWT は、カンボジアの状況に合わせてケースを修正する方法を提

案する。 

MPWT と JICA の専門家は、MPWT のフィードバックを受け議論し、カンボジ

アの基準を策定する。 

 

<期待される効果> 

GDLT は客観的な基準に基づいて監督することができる。 

基準の設定は、検査品質の確保に資する。 

検査機器の技術基準、特に精度の一部は、校正の基礎として機能します 

<管理> 

検査機器管理制度 

これまで、MPWT は委託先民間企業が如何に管理しているか、理解できて

いなかった。これは、委託先企業に対する明確な検査機器の保守管理要件

の規定がなかったことが一因と考えられる。 
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<改善案> 

日本の事例を参考にして、MPWT がカンボジアの状況に合わせた検査機器

の保守管理システムを導入することを提案した。 

 

<期待される効果> 

何を管理すべきかを明確に理解できる。 

維持管理に係る一般的な理解ができる。 

誰でも簡単に維持管理の状態を確認できる。 

車検の結果に係る信頼性を高める。 

検査機器の機器寿命が長期化する。 

<知識・理解> 

目視検査の優先 

<改善案> 

これまで、目視検査の基準がなかったカ国において、日本の目視検査項目

全てを要求することは現実的ではない（効果が薄れる懸念）ため、①検査しな

いことによる安全面での重大性 と、②判断の容易さ の両面から検査項目

を選定することとした。 

<期待効果> 

・検査員が目視検査を省略しなくなる。 

・車両検査の信頼性を向上する。 

・目視検査の実施状況が見える化できる。 

 

コンサルタントチームは、長期専門家とともにＭＰＷＴとの協議を重ね、2017 年 12 月の第 3 回 JCC でガイドラ

インの完成版を提案、承認を得た。 

図表 23 車検ガイドラインの概要 

項目 概要 

第 2 章：基準と要件 

車検場 

 

1.施設/施設 

  例えば 中央の敷地に舗装された大通りに面しています 

2.検査機器 

3.機器のメンテナンスと校正 

4.スタッフの要件 

  例： センター/機器の担当者、検査官 

5.検査手順 

6.記録管理/報告 

検査官/員 

 

1. クメール語の読み書き能力 

2. 運転免許証の保有（車両の種類ごとのライセンス） 

3. GDLT からの検査員認証 

* 1、2 は、今後、新規で検査員となる場合の要件 

車検機器 

 

以下の３つの要素から構成している。 

（1）構造：機能・サイズなどを説明。 

（2）指標：最小および最大スケール値の定義。 

（3）精度：許容誤差範囲の定義。 

第 3 章：目視検査 

マニュアル 優先度の高い目視検査項目の検査方法と判定基準について説明（下図参照） 

・「外観検査」と「足回り検査」で構成：各検査項目には、1 つ以上の確認項目を設定。 

・検査官/員は、各項目のチェックポイントに沿って検査を実施する。 
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第 4 章：機器管理 

車検機器の

維持管理 
 設置後の機器の維持管理方法を説明示している。（下図参照） 

 検査機器を設置後、登録をしたら、各車検場では、マニュアルに沿って、1 か月、

3 か月、12 か月ごとの定期的な機器維持管理を実施する必要があります。  

 維持管理手続き後、車検場はチェックシートを使用して記録を保管する。 

 車検場が機器の校正または修理を行う場合には、車検機器の登録を更新する必要

がある。 

 
機器の維持管理スケジュール 
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機器維持管理におけるチェックシート 

第 5 章：車検場の監督 

モニタリング 車検場における、ガイドラインおよび関連規制に係る違反が確認された場合には、ペナルティポ

イントを当該車検場に付していくことで、各車検場の違反状況を視覚化する。 

こうした視覚化された情報に基づき、MPWT は客観性をもって対応措置をとることが可能となる。 

 

モニタリングシート上のペナルティポイント（例） 

 

図表 24 検査官/員のチェックリスト 

 

 

活動 2-7. 民間業者によって実施される車検をモニタリングする                                                                 

ガイドラインの承認後、実務への導入を促進するため、車検場の検査官や MPWT,DPWT の職員等、関係者向

けにセミナーを開催した。 

図表 25 車検関連セミナーの実施状況 

車両登録および検査システム改善セミナー（2018 年 6 月） 

目的 車両検査制度と登録制度の重要性の説明 

対象者 GDLT、DPWT の職員, 自動車ディーラー 

内容 MVRI プロジェクトの紹介、車両検査システムの説明、車検と登録に係るオンライン申請シ

ステムの利用方法、型式認証制度の紹介、日本での車庫管理システムの紹介 

第 1 回車検ガイドラインに係る３日間のトレーニング（2018 年 6 月） 

目的 車検ガイドラインの理解促進と、目視検査に係る実践的スキルの習得 
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対象者 GDLT、DPWT の職員,車検業務受託民間企業 

内容 「自動車構造に関する講義」、「車両検査、検査機器、検査員の要件」、「目視検査（講義と

デモンストレーション）」、「車両検査モニタリング」、「検査機器管理（メンテナンスと管理方

法）」 

第 2 回検査機器に係る 1 日トレーニングの実施（2018 年 6 月） 

目的 検査機器のメンテナンスの主旨の理解と実践的なスキルの習得 

対象者 GDLT の職員,車検業務受託民間企業 

内容 「車両検査、検査機器、検査員の要件」、「目視検査（講義とデモンストレーション）」、「車

両検査モニタリング」、「検査機器管理（メンテナンスと管理方法）」 

第 3 回車検ガイドラインに基づく訓練（2018 年 12 月） 

目的 全検査員向けのトレーニングの完了 

対象者 95 人の CMVIC 車検スタッフを含む全 100 名。 

内容 「車両検査、検査機器、検査員の要件」、「目視検査（講義とデモンストレーション）」、「車

両検査モニタリング」、「検査機器管理（メンテナンスと管理方法）」 

 

図表 26 3 回の車検ガイドラインセミナーの参加者数 
 2018 年 6 月 2018 年 11 月 2018 年 12 月 合計 

MPWT, GDLT, DPWT 職員 53 2 5 60 

CMVIC（民間受託企業） スタッフ 3 21 78 102 

HK（民間受託企業） スタッフ 0 9 17 26 

合計 56 32 100 188 

 

全ての検査員の訓練が完了したため、検査ガイドラインを適用する「パイロットプロジェクト（試験運用）」を開始

した。 （プノンペンに 2 つの車両検査サイト、1 つの CMVIC、1 つの HK）（2018 年 12 月 11 日から 2 か月） 

その後 2019 年 2 月から、車両検査機器の定期的校正の必要性を訴求するため、全ての車検機器の精度調査

を実施した。 

 

  

 MPWT スタッフによる説明 車検実地研修 
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車検実地研修 (足回り検査) 車検セミナー参加者（チェックシートの確認） 

  
パイロットプロジェクトにおいて民間受託者（CMVIC）

がチェックシートを活用した目視検査をしている様子 

パイロットプロジェクトにおいて民間受託者（CMVIC）が

チェックシートを活用した目視検査をしている様子 

  

パイロットプロジェクトにおいて民間受託者（CMVIC）

が検査結果を入力している様子 

パイロットプロジェクトにおいて民間受託者（ＨＫ）がチェ

ックシートを管理している様子 

図表 27 校正方法のセミナー概要 

校正に係るセミナー (2019 年 6 月) 

目的 日本における自動車検査機器の校正方法の紹介 

対象者 GDLT 職員,車検業務受託民間企業 

内容 サイドスリップテスター、ブレーキテスター、重量計、スピードメーター、ヘッドライトテスタ

ー、サウンドレベルテスター、CO / HC テスター、オパシメーターに係る校正方法説明、質

疑応答 
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(a) MPWT によるガイドラインの承認 

JCC で承認を受けた車検ガイドラインは、更に、Sun Chanthol 公共事業運輸省大臣による当該ガイドラインを活

用した車検トレーニング実施に係る承認を受けた。 

図表 28 MPWT によるガイドライン承認 (左側：原本写し、右側：英訳版) 

 

 

車検ガイドラインに基づく検査を正式に浸透させていくため、MPWT の So Pisey 氏を中心として、Prakas が作

成されており、MPWT の承認待っている状況である（2019 年 6 月末現在）。 

 

 

  

Ministry of Public Works and TransportGeneral Department of Land Transport 

No. 203 MPWT.GDLT 

 Phnom Penh, 27th March 2018 

TO H.E. Senior Minister, Minister of Ministry of Public Works and Transport 

Objective: Request for permission to implement the training action plan on 

Vehicle Inspection Guideline 

Reference: The commitment of the 3rd Joint Coordination Committee on 18th 

December 2017 when hosted by Japan International Coordination Agency 

(JICA) 

Regarding to the description in above objective, I would like to keep H.E. 

Senior Minister informed that there was the 3rd Joint Coordination Committee 

Meeting on 18th December 2018 about the modernization of vehicle 

registration and inspection system in Cambodia, which was running by Japan 

International Coordination Agency (JICA) presided over by H.E. Touch 

Chankosal, Secretary of State of Ministry of Public Works and Transport. The 

whole commitment of the meeting member was agreed together on the training 

implementation plan set by Japanese Experts in order to improve the 

modernization of registration and inspection system in Cambodia.  

I would like to keep informed that after 18th December 2017, Japanese Exerts 

have coordinated with the official specialists of General Department of Land 

Transport (GDLT) to complete the vehicle inspection guideline, which this 

document is to be used in training to key stakeholders, relevant officers, and 

technical inspection staffs as nationwide with attachment here (Training 

implementation plan and vehicle inspection guideline).  

Based on the above mentioning, I would like to propose to H.E. Senior Minster 

to approve on this training implementation pan on vehicle inspection guideline.  

 

May H.E. Senior Minister accept my highest respect.   

Director General H.E. Chhuon Voun 
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3 成果 3. 車両登録・車検 ITシステムが改善される 

活動 3-1 車両登録・車検にかかる既存 IT システムの現状および機能を確認する 

本件プロジェクト開始前の段階では、車両登録情報については、「NiDA システム」において管理されていると

いう前提であり、同システムについては、システムの柔軟性とサービスの継続性の観点から問題があると考えられ

ていた。また、プノンペンと 9 州の登録検査事務所のみが NiDA システムに接続されていたため、それら以外の

事務所で車両登録証を発行するためには長い時間を要していた。さらに、車両登録と車検間のシステム連携や、

MPWT と関連省庁間の連携も進展していないことも問題として想定されていた。 

しかしながら、実際には、本プロジェクト開始前の 2016 年 4 月からの、MPWT の「100 日改革」において新たな

自動車オンライン申請システムが構築され（開発の取組みは 2016 年年末まで）、カ国の車両登録業務は、NiDA

から新なオンラインシステムに移行していた。 

そのため、詳細策定調査で分析されていた IT システムの問題点について確認するという当初予定していたタ

スクを変更し、新たに構築されたオンライン申請システムについて、ゼロから分析し直す必要が生じた。また、本

件プロジェクトでは「短期 IT 計画」として、簡易なオンライン申請システムを構築することを想定していたため、本

プロジェクトにおいて実施すべき「短期 IT 計画」についても再検討する必要が生じた。 

 

GDLT 職員との打ち合わせ  IT 担当職員との打ち合わせ 

また、一般的にはシステム構築に際しては、システムの要件と構造を明確にするため、機能要件、非機能要件

を示す文書が作成されるものの、今般のオンライン申請システムに関して、そのような文書類は見つからず、その

ため、IT システムの問題を効果的かつ効率的に特定するために、IT システムドキュメント（画面リスト、ワークフロ

ー図、システム構成）を、インタビューの結果に基づいて想定をおきながら作成した。 

 

図表 29 画面リストイメージとワークフロー表 

 

Sample of screen lists Sample of workflows
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上記の調査と成果物に基づいて問題を抽出し、第 1 回 JCC において、以下の通り、現状と問題を報告した。 

図表 29 調査結果 

項目 調査結果 

調査対象システム  

調査対象シス

テム 

システム概要 

車両登録シス

テム 

車両登録情報を管理し、指定されたプレート番号を販売

するシステム。 

以下の主なタスクを実現するための機能がある。 

車両の情報を新規登録する 

登録済車両の所有権を譲渡する 

登録済車両の情報を変更する 

特別ナンバープレートの販売 

登録車両の統計データを表示する 

申請情報を確認する 

車検システム 車検の情報を管理するシステムで、主に以下のタスクを実

現する機能を備えている。 

車検情報の管理 

車検情報を他の IT システムと連携させる 
 

基 本 業 務

機能 

 

概要 システムは、IT システムと運用作業によって実現されるものだが、運用作業は手作

業であるため、効率を改善し、ミスを減らすために、基本的な業務機能を拡張して

IT システムによって管理システムを可能な限り自動化することが重要と考えられる。 

現状実態 車両登録システムの場合、以前のシステムで利用できた機能は新システムでも利用

可能となっている。また、登録解除など、以前のシステムでは実装されていなかった

一部の機能も新システムで利用可能となっている。 

情報セキュ

リティ 

 

概要 現在、世界中の IT システムを介して多くのアプリケーションをオンラインで実行可能

となっているが、それとともに情報セキュリティに関連する脅威も増加している。（例

えば情報セキュリティベンダーである McAfee のデータベースに登録されているマル

ウェアの種類は、過去 3 年間で約 100％増加した） 

情報セキュリティが脆弱な場合、攻撃者がソフトウェアを完全にのっとったり、データ

を盗んだり、ソフトウェアが動作しなくなる等の課題が生じ得るため危険である。 

現状実態 

 

調査対象の IT システムには多くの個人情報等が保存され、サイバー攻撃への対策

は非常に重要であるが、セキュリティ対策について具体的な検討は行われていな

い。 

MPWT 内

における車

両 登 録 情

報の活用 

概要 

 

車両登録情報は、MPWT 内の統計や政策立案等、多様な業務にさまざまなアクテ

ィ資する情報である。 

現状実態 

 

交通安全部門やインフラ開発部門などの一部の組織は、交通に関する現在の状況

を把握するため、車両登録情報の統計データを取得している。 ただし、新たな IT

システムにおいてもそれらの情報を効率的に出力できる状況ではない。 

外 部 の 行

政機関との

情報連携 

概要 

 

車両登録情報は、他の行政機関と相互に連携することにより、いくつかの社会問題

を解決することが可能となる。 

外部の行政機関と連携するには、車両登録情報の正確性を確保するとともに、問

題意識の共有、システム間の連携を可能とするインターフェースを検討することが重

要である。 

現状実態 

 

現在のカンボジアにおける情報共有の状況 

交通警察との連携：交通警察が携帯端末にプレート番号を入力すると、所有者と車

両の情報が表示され、警察官は当該車両が違法ではないことを確認することができ

る（但し登録が正しくできている場合） 

民間企業と

の 情 報 連

概要 車両関連情報を活用することにより、新たな付加価値の創出、経済の活性化、社会

問題の解消などの効果が期待できます 
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携 現状実態 現状は民間企業との情報連携はなされていない。 

車 両 登 録

手続きの確

認 

概要 

 

IT システムにチェック処理を実装する主な目的は次のとおりです 

スタッフの作業効率の向上：システムによる自動的なチェックにより、職員の処理時

間を短縮することができる。 

データベースの精度向上：手動でチェックする場合は、注意を払ったとしても人的な

誤りが発生する可能性が生じる。システム活用によりそうした誤りを回避することがで

きる。 

行政システムの強化：外部の行政機関が有する情報と照合する等により、情報の精

度向上と業務の高度化を図ることが期待される。 

現状実態 文字入力のチェックなどの幾つかの単純な検証が実装されていますが、業務仕様

に基づいたチェックは、完全には検証されていない。 

非 機 能 要

件 

 

概要 

 

IT システムには、主に業務の実現に関連する要件を満たす「機能要件」と、それと

は別に「非機能要件」と呼ばれる機能要件以外の要件がある。 

非機能要件には、例えば「システムがダウンしたら 3 時間以内に回復してほしい」な

どの要件が挙げられ、システムインフラストラクチャ上の主要な要件は、この「非機能

要件」に該当する。 

現状実態 開発に際して、ベンダーとの非機能要件に関する合意はなされていない。 

 

以下の表に、現状システムにおける課題と、そのための対策の検討方法を示す。 

図表 30 現状課題と検討方法 

現状課題 対策の検討方法 

基本的な業務機能の欠如 登録システムと車検システム上の情報を突合することにより、不足する機能を抽

出する。 

セキュリティへの配慮不足 情報セキュリティの専門家による脆弱性調査の実施 

MPWT 内の情報の活用の不

足 

関係者のニーズ特定 

外部行政機関との情報連携

の欠 

外部の管理組織のニーズを特定と新たな連携方法の検討 

民間企業との情報連携の不

足 

民間企業のニーズの特定と新たな連携方法を検討 

車両登録システムの自動チ

ェック確認機能の不足 

スタッフへのインタビュー調査等により、欠落している機能の検討 

非機能要件の未検討 ベンダーに対する非機能要件に係るインタビュー 

 

Task2 タスクフォース・メンバーと協議し、望ましい IT システムに必要なコンセプト、使用方法、将

来像など検討する 

「カンボジア政府の持続可能な開発の基盤を構築する」というコンセプトの下、このプロジェクトの IT 目標に基

づいて策定した。 

本プロジェクトでは、「IT システムの持続可能性」について、「安定性」と「効率性」の 2 つの側面から考慮した。 

「安定性」とは、障害の発生頻度が低いことを意味し、 障害を引き起こす可能性が低い IT システムと、損傷を防

止または最小化するメカニズムを備えた IT システムは、「安定的」であると考えられる。 

「効率性」とは、IT システムと運用方法が適切に設計され、各リソースの消費が最小限に抑えられることを意味

する。 IT システムを長期間実行するには、運用コストが低コストを維持できることが必要である。 

なお、作業に時間を要する場合には、あらゆる種類の誤りが発生する可能性が高まることから、IT システムの持

続可能性を維持するためには、「安定性」だけでなく「効率性」も必要になると考えられる。 
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IT システムに関しては、①システムインフラストラクチャ、②アプリケーション、③人材の 3 つの資源が特に重要

であり、これらは相互に作用する性質があるため、IT システムを長期間安定して効率的に運用するには、これらを

包括的に取り扱う必要がある。 

 「IT インフラストラクチャ」とは、データセンター、サーバー、ネットワークなどの他のハードウェア、およびオペ

レーティングシステムやミドルウェアなどの一部のソフトウェアを指し、 IT システムの基盤である。 

 「アプリケーション」とは、ユーザーが必要とする情報処理を直接実行するソフトウェアを指す 

 「人材」とは、IT インフラストラクチャとアプリケーションを運用するための資源である。 

 

図表 31 IT システム運用に必要な３つの資源 

 

 

IT システムの検討に際しては、長期戦略と短期戦略の 2 種類の戦略を策定する必要がある。 

長期戦略では、持続可能な開発を達成するための基盤を確立するための概念が必要であり、短期戦略では、

長期戦略における概念を実現するために必要となる特定の手段が必要となる。 

 

活動 3-3. 短期 IT 計画（プロジェクト実施期間内を想定）を策定する 

短期戦略のポリシーを次のように設定します。 

MPWT では、「車両登録システム」と「車検システム」の開発と変更を継続している。地元のベンダーがシステムを

開発し、バグ処理や新機能の追加もベンダーの責任下にあり、MPWT は開発期間中、ソースプログラムにアクセ

スできない。全ての開発が完了すると、完全なソースプログラムが MPWT に配信されるものの、そのタイミングは

不明確である。 

こうした状況を鑑みると、短期 IT 戦略として、IT システムのソースプログラムを直接変更することに関する活動

は選定することができない。 

短期 IT 計画の項目は、長期戦略の項目に関連づけて、以下の表に記載の通り選定された。 

 

図表 32 三要素に係る長期計画と短期計画 

 長期戦略 短期計画 

アプリケーション 安定的で効率的なアプリケー

ションの実現 

 情報共有のインターフェース仕様を設定 

 セキュリティ診断を実施 

IT インフラ 安定的で効率的な IT インフラ

ストラクチャ 

 IT インフラストラクチャの要件を提案する 

IT インフラストラクチャの強化 

人材 人材開発  オンライン申請要件の運用ルールを提案 

 

各短期 IT 計画の内容は以下の通りである。 
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(a) 他の行政機関との情報共有のためのインターフェイス仕様を策定 

 カンボジアを取り巻く社会問題を解決するためには、MPWT だけで対策を検討するだけでは十分で

はなく、他省庁との協力も必要となる。 そこで、交通警察および内務省（交通警察）、ID 総局、関税総

局、税務総局など、車両登録に関連性の高い省庁を訪問し、協議したところ、これらの行政機関は、

全て、情報連携の必要性を理解した。 

 本プロジェクトでは、情報連携に必要なインターフェイス仕様を提案した。 具体的には、情報連携の

ための新しいサブシステムが構築されることを想定して、方法、エントリポイント、処理内容、要求パラメ

ーター、応答などについて省庁と協議を図った。なお、このタスクで作成されたインターフェイス仕様

は、各パートナー機関との具体的な議論に活用可能な内容となっている。 

(b) セキュリティ診断の実施 

 2016 年 12 月に開催された第 1 回 JCC において、IT 短期計画の１つとしてセキュリティ診断を実施す

ることを提案、承認を受けた。ただし、診断に際して、ソースコードの授受に係る問題が生じ、保留とな

った。しかし、2017 年に車検システムへのハッキングが生じたことが判明し、MPWT から再度セキュリ

ティ診断の依頼を受け、実施するに至った。ただし、ソースプログラムの授受が困難なことは変わらず、

日本よりインターネット経由で診断を行うこととした。 

(c) オンライン申請システムの運用ルールの提案 

 車両登録システムは 2017 年 1 月にリリースされたものの、全国の登録事務所から問い合わせが殺到

しており、陸運総局（GDLT）はそれらに対応できる組織体制を確保できていなかった。 また、同年に、

情報技術と広報の部門（IT＆PR）が MPWT に新しく設立され、MPWT 内の IT に関連するすべての業

務を監督し始めていたものの、車両登録と車検に関する問い合わせには GDLT の知識が不可欠であ

った。 

 以上を踏まえ、既存および新たなタスクの状況と特性、MPWT 及び GDLT の組織特性等を踏まえ、

業務に応じた適切な組織構造を定義し、それらの組織の運用ルールを提示する必要がある。 

(d) IT インフラ要件の提案 

 MPWT では、新たなシステムインフラストラクチャの構築を検討している。 ただし、全体的な予算計画

と必要な機器の詳細はまだ検討されていない。MPWT のシステムは社会インフラとして極めて重要で

あり、高い非機能要件が必要であることを踏まえ、現時点における計画に基づいて調査を実施し、特

に重要性の高いシステムインフラ要件を提案することとした。 

 

(e) サーバー・ミドルウェア導入支援 

 長期的な観点からデータセンターの改革が必要と考えていたものの、MPWT において、2018 年半ば

までのデータセンター整備が急遽必要となったことから、短期 IT 計画に、サーバー・ミドルウェア等の

機器導入のサポートを追加して対応した。 

 強化の目的は、車両登録の IT システムの操作性と保守性を強化することにあった。 IT システムは、

車両登録の法制度の実行可能性を確保するための手段であるため、IT インフラの強化は、効率的な

車両登録の実現にも貢献する。  
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図表 33IT インフラの強化 

 

 

活動 3-4. 短期 IT 戦略の実施 

短期 IT 計画の結果は以下の通りである。 

(a) 短期 IT 計画-1：外部行政組織とのインターフェース仕様を設定 

 このプロジェクトでは、MPWT が所有する車両登録システムで必要な情報協力のためのインターフェ

イスを提案した。 ここで設定するインターフェイスは、各パートナー機関との具体的な議論のためのも

のであり、フェーズ、技術方法、および開発に望ましい組織を示すものである。 MPWT と JICA コンサ

ルタントチームはこれに同意しており、この合意に基づいて議論を行った。 

 以下の表は、実現する必要がある情報活用の種類を示している。 開発に際しては、表に記載されて

いる分類に基づいて実装する必要がある。 

 

図表 34 情報の分類と望ましい共有方法 

No 情報利用の分類 対象先 説明 
分類 

1 2 3 

1 車 両 登 録

の高度化 

印紙税の支払確認 MoEF 

(GDTax) 

ネットワークに接続されて

いる省庁に、申請に必要

なさまざまな書類を送り、

問い合わせを行う。 

S A C 

2 輸入税の支払確認 MoEF (GDCE) S A C 

3 国民 ID の確認 MoI (ID) S A C 

4 情 報 提 供

の高度化 

車両登録情報の送信 MoEF (GDTax) MPWT が保有する車両登

録情報をネットワーク経由

で関連省庁に送信する。 

S A C 

5 MoEF (GDCE) S A C 

6 MoI (ID) S A C 

7 所有者・使用者情報の提供 MoEF (GDTax) S B C

3 

8 抹消情報の提供 MoEF (GDCE) M A J 

9 所有者・使用者情報の提供 MoI 

(警察) 

M B J 

10 車 両 管 理

管 理 の 高

車検情報の確認 MPWT 

(車検部門) 

ファイルを受信し、MPWT

内のポリシーと効率のため

S A C 
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11 度化 盗難、違反情報の確認 MoI 

(Police) 

にそれらを使用する。 M B J 

12 車 両 登 録

情 報 の 統

計 

環境性能情報の提供 MPWT (環境政策

部門) 

MPWT が統計情報として

所有しているフォーム情報

を、各組織が利用できるフ

ォームとする。 

M C J 

13 安全性能情報の提供 MPWT (安全政策

部門) 

M C J 

14 民間企業への統計情報の

提供 

民間企業 M C J 

15 一般市民への統計情報を

提供 

国民 M C J 

16 ア プリ ケー

ション作業

効 率 の 改

善 

登録申請受付 民間企業 (ディー

ラー) 

アプリケーションを受け入

れるためのインターフェー

スを確立し、効率的なアプ

リケーション作業を実現す

る。 

M B J 

 

(b) 短期 IT 計画-2: セキュリティ診断の実施 

 診断の目的は、さまざまな脅威シナリオで診断される Web アプリケーションの潜在的なセキュリティ問

題を特定し、結果の分析に基づいてアドバイスを提供することです。 

 Web アプリケーションは、多くの場合、個人のユーザー情報を管理する IT システムで使用されます。

脆弱性により、個人情報が漏洩する可能性がある。 こうしたリスクを防ぐには、これらのシステムの潜

在的なセキュリティ問題を特定し、その結果に基づいて適切な対策を講じる必要がある。  

 Web アプリケーションのセキュリティ診断の詳細は次のとおりである。 

 

[Web アプリケーションのセキュリティ診断の結果] 

 実施日時：第 1 回診断：2018 年 1 月～2 月、第 2 回診断は 2018 年 6 月 

 診断の内容：診断は、下表に記載されている問題の有無を確認 

 

 

  

分類の説明 

1: フェーズ 

  S  短期    /  M 中長期 

2: 情報共有の方法 

  A  API 接続による共有   /  B  バッチ接続による共有 

  C  ダウンロードリンクによる提供 

3: 開発責任組織 

  C  カンボジアの開発事業者 /   J  JICA 
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図表 35 影響の種別と診断内容 

 

 

〇リスクの定義と評価 

セキュリティ診断の結果、「中程度」レベルの問題が 2 件、検出された。したがって、「間接的に攻撃されて使用

される可能性があり、それらの組み合わせは実際の害をもたらし、対策が必要」な状態と評価された。 

総合評価は「B」評価で、これは、5 つのレベルの中で 2 番目に低いセキュリティレベルである。 

 

図表 36 セキュリティ診断結果の概要 

項目 説明 

問題点のリス

クレベル 

本診断では、検出された問題点に対して、リスクレベルを設定している。リスクレベルは、影響の度

合いや再現性を考慮し、以下の 3 段階に分類している。 

 

High サイト、利用者に重大な影響を及ぼし、サイトの社会的信頼性失墜につな

がると判断される問題、早急な対策が必要。 

Medium 間接的に攻撃に利用される可能性があり複数組み合わせることで実害へ

と発展、対策が必要 

Low 直接的な被害に発展する可能性は低いが、対策することで潜在的リスクを

回避可能、対策を推奨 
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診 断 結 果 に

対する評価 s 

 

本報告書では、診断結果をもとに総合評価を行っている。総合評価は診断対象全てを１つのシス

テムに属する集合体とみなし、まとめて評価を行う。検出した問題点の数と評価の対応は以下の通

り。 

 

AAA 脆弱性なし 

AA Low が 1 種類以上 

A Medium が 1 種類 

B Medium が 2 種類 

C High が 1 種類以上、または Medium が 3 種類以上 
 

総合評価 

 

評価「Ｂ」 

「HTTPS の Cookie に secure 属性の指定なし」の問題が検出された。この問題により、セッション ID

が漏洩した場合、利用者がなりすましの被害を受ける恐れがある。また、「URL に重要な情報を格

納」の問題が検出された。この問題により、URL に含まれた重要な情報が外部に漏洩する恐れが

ある。その他にもセキュリティ上、好ましくない点が確認された。 

サイトの安全

性評価 
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検出された問

題 

 

 

 

 

[ウェブアプリケーションのセキュリティ再診断の結果] 

診断の内容：診断は、下表に記載されている問題の有無を確認 

図表 37 診断内容と結果 

項目 説明 

問題点のリス

クレベル 

再診断対象の問題点のうち、「内部 IP アドレスの表示」については「修正済」であることを確認し

た。しかしながら、その他の問題点については「未修正」であった。 

 

No 問題点 リスク 再診断結果 

1 HTTPS の Cookie に secure 属性の指定なし Medium 未修正 

2 URL に重要な情報を格納 Medium 未修正 

3 クロスサイトスクリプティング Low 未修正 

4 インデックスブラウジング Low 未修正 

5 内部 IP アドレスの表示 Low 修正済 

6 Cookie に HttpOnly 属性の指定なし 補足事項 再診断対象外 

7 転送先を任意に変更可能 補足事項 再診断対象外 

8 内部サーバエラーの発生 補足事項 再診断対象外 

9 TRACE メソッドが有効 補足事項 再診断対象外 

10 登録時応答による利用者の存在確認が可能 補足事項 再診断対象外 

11 重要な情報のキャッシュ保存 補足事項 再診断対象外 

12 公開設定の確認が必要なコンテンツの存在 補足事項 再診断対象外 

13 不要なコンテンツの閲覧が可能 補足事項 再診断対象外 
 

 

[プラットフォームのセキュリティ診断の結果] 
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 実施日時：：2019 年 4 月 15 日（月）〜2019 年 4 月 16 日（火）10：00〜18：00 

 診断は、下表に記載されている問題の有無を確認した。 

 

図表 38 診断方法と診断項目 

リモート診断 インターネット経由での診断 

組織外の人間による意図的な攻撃 

無差別に行われる攻撃 

ホストが第三者に不正利用される攻撃 

ファイアウォールやルータ等のアクセス制限の妥当性 

オンサイト診断 内部ネットワークに診断端末を接続しての診断 

組織内の人間による意図的な攻撃 

侵入され踏み台となった内部ホストからの攻撃 

組織外の人間が物理的に侵入しての内部セグメントからの攻撃 

 

〇リスクの定義と評価 

 総合評価は「AA」評価であり、5 つのセキュリティレベルのうち 2 番目に高いレベルである。 

図表 39 セキュリティ診断（プラットフォーム）結果 

項目 定義 

セキュリティ

ホールのリ

スクレベル 

 

この評価で割り当てられた脆弱性リスクレベル（「リスクレベル」）は、ターゲットホストへの悪用の影響

とリスクを考慮して、高、中、低の 3 つのレベルに分類される。 リスクレベルの定義は次のとおりであ

る。 

 

High 緊急性が高く、早急に対策が必要 

情報漏えい 

ホストへの侵入や任意のコマンドの実行 

メール不正中継、プロキシサーバの不正利用など踏み台として利用 
 

Mediu

m 

間接的に攻撃に利用され、複数組み合わせることで実害へと発展する可能性が存在、対策が必

要 

ユーザやホストのシステム情報取得 

リソースを不正利用 

ホスト、サービスが停止 
 

Low 直接的な被害に発展する可能性は低い、対策を推奨 

アプリケーションインストール時に作成される不要ファイルの存在 

ネットワークやホストの構成情報取得 

セキュリティ上の観点から好ましくない設定 
  

診 断 結 果

に基づく評

価 

ターゲットホストの全体的な評価スコアは、AAA、AA、A、B、C の 5 つのレベルに分類される。個々

のホストの評価スコアの平均によって生成される。 また、個々のホストの評価スコアは、ポイント控除

スコアリングシステム（100 ポイントスケール）によって計算され、これにより脆弱性リスクレベルが決ま

る。 総合評価スコアの定義は次のとおり。 

 

AAA 100-96 

AA 95-86 

A 85-71 

B 70-51 

C 50-0 
 

総合評価 

 

総合評価「AA」 

緊急性の高い脆弱性は検出されなかったが、パスワード認証が試行可能な Web コンテンツが検出

された。認証情報を取得された場合、不正にサービスを利用される恐れがある。適切にアクセス制

限を施す必要がある。また、HTTP サービスにおいて不要と思われるコンテンツと機能が見受けられ

る。その他にも、暗号化通信における不備が検出されています。本報告書を基に対策することを推
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奨する。 

(総合評価: 93.5) 

 

検出された

脆 弱 性 一

覧 

 

 

 

(c) 短期 IT 計画-3: オンライン申請システムの運用ルールの提案 

 2016 年に開発され 2017 年 1 月にリリースされた新たな車両登録申請システムについては、全国の登

録事務所から問い合わせが殺到しており、陸運総局（GDLT）はそれらに対応できる組織システムを確

保していなかった。 また、新に設置された MPWT の情報技術広報部（IT＆PR）と、GDLT の IT 部門

の役割分担等も不透明であり、業務特性に応じた所掌の定義等、適切な組織構造を編成し、それら

組織の運用ルールを提示した。 

(d) 短期 IT 計画--4: IT インフラ要件の提案 

 より高いレベルの公共サービスを提供するためには、システムインフラに、少なくとも一定レベルの信

頼性が必要である。 TIA 942-A は、データセンターの標準として広く公開されているもので、Tier 1 か

ら Tier 4 までの 4 つのレベルに分類される。 

 このうち、Tier 2 は、同時メンテナンス性を必要とせず（同時メンテナンスを許可、電気機器のメンテナ

ンス作業に必要なバイパス回路の提供など）、ある程度の計画的ダウンタイムを認めるというレベルで

ある。  

 Tier 3 レベルは、国家レベルの公共サービスに適していると考えられており、Tier 3 以上の基本環境

では、改造の影響が軽減され、将来への対応が容易になると考えられている。詳細な要件と解決すべ

き問題は次のとおりです 

  

No. 脆弱性名 リスク 計 

1 2 

Fr
on
t-
en
d 
Sy
st
em
 

Ba
ck
-e
nd
 S
ys
te
m 

1 HTTPサービスの Webコンテンツにおいてパスワード認証を試行可能 Medium 1 ○  

2 HTTPサービスにおいて TRACE(TRACK)メソッドが有効 Low 1  ○ 

3 HTTPサービスにおいてインデックス表示可能なディレクトリ設定が有効 Low 2 ○ ○ 

4 HTTPサービスにおいて不要と考えられる Webコンテンツが存在 Low 2 ○ ○ 

5 SSL/TLSプロトコルにおいて TLS1.0が有効 Low 2 ○ ○ 

6 SSL/TLSプロトコルにおいて弱い RC4 暗号を使用  Low 1  ○ 

7 
SSL/TLSプロトコルにおける 64ビットブロック暗号への誕生日攻撃の脆弱性

(Sweet32) 
Low 1  ○ 

 



43 

図表 40 IT インフラの現状課題と望ましい IT インフラ案 

項目 説明 

現状 

 

データセンターインフラ 

 

MPWT で建設された新しいビルは、データセンターのニー

ズを満たすために設計されているわけではないため、以下

の点が問題になる可能性がある。 

スケーラビリティ（スペースと冷却能力の両方） 

サーバールームの物理的なセキュリティ 

エネルギー効率 

 

また、洪水や地震災害への対策が考慮されておらず、デー

タセンター施設の冗長構成の設計基準が明確になっていな

いため、自然災害発生時のデータセンター運用の継続性や

機器の故障と継続性停電時のデータセンター機器への電

力供給が問題になる場合がある。 

運用監視 データセンターの監視は、オンサイトおよびリモートで行う予

定である。 ただし、リモート監視システムは現在の計画の一

部ではないため、データセンターの管理は現場で行われる

可能性が最も高く、効率的な運用を実現することは困難で

ある。 

既存の IT システム 

 

既存のシステムは 2 つのパターンで動作する。 （1）オンプ

レミスおよび（2）パブリッククラウド（AWS）。  

ただし、州の政策によると、MPWT の新しい建物の完成後、

すべてのシステムはオンプレミスになります 

可能な解決策との比較 

 

IT システムによって処理される車両管理情報は非常に重要

であると考えられている。 システムの機能が停止したり、デ

ータが失われたりすると、社会に深刻な影響を与える広範な

損害を引き起こす可能性もあるため、ITインフラストラには高

いレベルが必要である。 TIA 942-A によって定義された

Tier3 レベルを参照することが望ましい。 

TIA942-A 

 
 

IT インフラストラ

クチャの理想的

な形態 

現在の状況と上記の議論に基づいて、次の特性を備えたコンテナ型のデータセンターは、将

来の IT インフラストラクチャにとってより適切な選択肢であると考えられる。 

柔軟な拡張性 

独立した安全な品質 

IT インフラストラクチャの要件 柔軟なスケーラビリティを具備する 

日本で事前に設計・建設されたコンテナ型データセンター

を使用して、現場での作業を最小限に抑えることで、品質を

維持しながら通常 1 年以上かかる建設期間の短縮を実現し

ました。 建設期間の短縮により、需要に応じて設備システ
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ムを柔軟に拡張することが可能である。 

また、モジュール式の接続構造であるため、最新技術の導

入をモジュール単位で簡単に実現でき、施設の陳腐化を防

ぐことができる。 

優れたエネルギー効率 コンテナ型のデータセンターは、外気を間接的に取り入れ、

熱交換器を使用して熱を排出して IT 機器を冷却するシステ

ムを採用している。外気の温度が低い場合は、熱交換器と

ファンを使用して冷却し、温度が高い場合はコンプレッサー

をオンにする。従来の空調に比べて、コンプレッサーの作動

時間を最小限に抑えることができ、高い省エネを実現する。 

また、コンテナタイプのデータセンターは、高温、低温、湿度

の高い場所に配置できるだけでなく、間接的な外気冷却技

術を使用しているため、IT キャビネットは外気の影響を受け

ない。 

上記の方法をデータセンターモジュールとして使用すること

により、使用電力量を削減することが可能である。カンボジ

アの首都プノンペンの気候に基づいたシミュレーションによ

り、一般的な空調を使用するデータセンターと比較して、電

力消費が約 30％削減されると試算された。 

運用担当者を少数に抑制 完全に自動化されたリモート施設管理が装備されている。 

システム監視は、管理機能を使用して実現され、モジュール

内のコンポーネントをオンサイトおよびリモートロケーション

で集中的に操作可能。 その結果、現場の施設やシステム

技術者を確保することが困難でも、最新の設備・システムの

構築が可能です。 リモート監視は、オンサイトでの運用/保

守の必要性を最小限に抑えることにより、データセンター管

理の効率も高める。 また、24 時間年中無休のオンサイト保

守エンジニアの必要性も最小限に抑えられる。 

 さまざまなネットワーク要件に

対応可能 

コンテナ型のデータセンターでは、システムの各役割および

各ユーザーに対して柔軟なネットワークを構築することが論

理的および物理的に可能。 

効率的なサーバーリソース割

り当てが可能 

仮想化技術は物理サーバーを共有し、さまざまなシステムと

サービスを実行するため、物理サーバーの使用率を向上さ

せ、最終的に関与する物理サーバーの数を減らすことがで

きる。 これにより、消費電力と冷却負荷を削減することが可

能。 

ハードウェアリソースの有効活用を可能にする仮想化技術

を採用することにより、国の発展に合わせて柔軟に拡張でき

る基盤を準備することが可能になる。 
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望ましい IT イン

フラストラクチャ

の案 

早期かつ簡単な建設を実現するために、事前に設計された施設システムを導入することが望

ましいと考える。  

将来の拡張と考えられるデータセンター計画を以下に示す 

 

項目 スペック 

モジュール数 4 

地上免責 11m×22m 

冷却ブロック数 40kw×3(N+1) 

UPS UPS モジュール（10 分ウィンドウ） 

発電機 250Kva × 1 (24hrs) 

バスウェイ 1 

PDU 8PDU 

消火 消火器、火災検知、N2 ガス抑制 

セキュリティ CCTV, アクセスコントロール、フェンス 
 

 

(e) 短期 IT 計画-5: サーバーとミドルウェアの導入をサポート 

 短期 IT 計画-4 に示した通り、インフラ要件については、第 3 回 JCC で提案および承認されたもの

の、その後、C / P が必要な資源（土地）を確保できない懸念が生じたため、実現可能性調査が再

度実施された。 

 MPWT へのヒアリングの結果、新庁舎の 5 階と 1 階のスペースが使用できることが判明、これら

2 つの計画を詳細に比較した結果、スケーラビリティ、保守性、操作性、導入速度などの観点から、

1 階にコンテナタイプのデータセンターを導入することが望ましいことがわかった。そこで、2018

年 1 月に、MPWT についてこの計画を説明し、承認を受けた 。 

 ハードウェア機器の調達は、次のスケジュールに従って開始することが決定された 

 

 

 

 

 

 

 

JICA の調達手続きにより事業者が決定した後、サーバーとミドルウェアの導入に関する検査を実施した。 

2018 年 5 月 31 日、ハードウェア機器の検査が行われましたが、ラック、冷却装置、フリーアクセスフロア、UPS

などの一部の機器は配送されていなかった。アクセスポイントについては、インストールは完了したものの、

MPWT の担当者が不在であったため、2018 年 6 月末の段階ではテストは完了しなかった。 

その後、ベンダーであるシュナイダーエレクトリックの問題、およびデバイスをインストールする際に MPWT が管

理するサーバーを一時的にシャットダウンする必要があることによる調整等によって、計画よりも時間がかかったも

のの、検収は 2018 年 9 月 17 日に実施され、すべての機器の設置と接続チェックが完了したことを確認した。 

  

○ 入札書類の配布：2018 年 2 月 19 日 

○ 質問の締め切り：2018 年 2 月 28 日 

○ 回答予定日：2018 年 3 月 2 日 

○ 技術入札の提出：2018 年 3 月 12 日午後 2 時 

○ 入札：2018 年 3 月 19 日午後 2 時 30 分 

○ 契約予定：2018 年 3 月 22 日 

○ 調達（導入）予定日：2018 年 5 月 31 日 
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図表 41 提供機器リスト 

N

o.  

カテゴリー 概要 項目 要件 数

量. 

1 車 両 関 連

の管理 IT

システム 

サ ー バ

ー、ストレ

ージ 

サ ー

バ 

以下のものと同等であること。 

-2 xIntel®Xeon®Gold 6136 3.0G、12C / 24T 

-8 x 32 GB RDIMM、2666 MT / s、デュアルランク 

-2 x IDSDM 用 16GB SD カード（Vmware Esxi OS） 

-2 x 120GB SSD SATA ブート 6Gbps 512n 2.5 インチホットプ

ラグドライブ、3.5 インチ HYB CARR 

-コントローラーなし 

-14G OpenManage プレースマット 

-iDRAC Group Manager、有効 

-iDRAC、一意のランダムパスワード 

-Broadcom 57416 2 ポート 10Gb Base-T + 5720 2 ポート 1Gb 

Base-T、rNDC 

-Broadcom 57416 デュアルポート 10Gb、Base-T、PCIe アダ

プター、フルハイト 

-Emulex LPe31002-M6-D デュアルポート 16Gb ファイバーチ

ャネル HBA 

-デュアル、ホットプラグ、冗長電源（1 + 1）、750W 

-3 年 ProSupport：翌営業日サービス 

-保証：3 年 

1 

  ス ト レ

ージ 

以下のものと同等であること。 

-24 x SC Enterprise Plus、1.8TB、SAS、12Gb、10K、2.5 "、
HD 

-6 x SCAFA、1.92TB、SAS、12Gb、RI SSD、2.5 インチ 

-2 x 12Gb HD-Mini-HD-Mini SAS ケーブル、0.5m 

-SC、RJ45、4 ポート、Mezz カード、数量 2 

-IO、16Gb FC、2 ポート、PCI-E、フルハイト、QTY 2 

-ストレージ最適化バンドル、ソフトウェアライセンス 

-Storage Center Core ソフトウェアバンドル、ベースライセンス 

-Storage Center ドライブライセンス 

-ストレージ保護バンドル、ソフトウェアライセンス 

-3Yr ProSupport for Software：ストレージ保護バンドルライセ

ンス 

-3Yr ProSupport for Software：ストレージ最適化バンドルライ

センス 

-保証：3 年 

1 

セキュリテ

ィ 、 ネ ッ ト

ワーク 

セキュ

リ テ ィ

機器 

以下のものと同等であること。 

-高可用性ファイアウォール 

-保証：指定されていない 

1 

  ネ ッ ト

ワーク

機器 

以下のものと同等であること。 

-24x1GbE、2xCombo、2x10GbE SFP +固定ポート 

-電源、200w、ホットスワップ、V ロック付き、非 POE N3000 に

冗長性を追加 

-ライフタイム限定 Dell 標準テクニカルサポート-VN、PK、

PH、BN、SL、BD 

-デルネットワーキング、1m のスタッキング 

-保証：指定なし 

1 

UPS UPS 以下のものと同等であること。 

-10000VA 230V 

-保証：指定なし 

1 
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ラック ラック 以下のものと同等であること。 

-42U 600mm Wide x 1070mm 

-Including followings: 

   -2 x Rack PDU 

   -Panel Kit 

   -Blanking Panel 

   -Temperature Sensor 

   -Temperature & Humidity Sensor 

   -Security Camera 

   -Security Sensor 

   -Smoke Sensor 

   -Leak Rope Sensor 

   -Leak Rope Extension 

--保証：指定無し 

1 

アクセサリ

ー 

LAN ケ

ーブル  

以下のものと同等であること。 

-以下のものを含む: 

   -20 x LAN cable(Cat6A) 

   -20 x LAN cable(Cat6) 

   -5 x Horizontal Cable Management 

-保証：無し 

1 

Room & 

Cooling 

ユニフ

レアア

ク セ ス

フロア 

以下のものと同等であること。 

 

-56sqm(7x8), 500mm FHH, 40L 

--保証：指定無し 

56 

  空調コ

ンデン

サー 

以下のものと同等であること。 

-Including followings: 

   -300mm, Air Cooled, 220-240V, 50Hz 

   -Condenser 1 Fan, Single Circuit, 1.2MBH /1C TD, 

400/3/50 FSC 

   -Isolation Valve Assemblies, 1/2" ODF 

-保証：指定無し 

1 

ソ フ ト ウ ェ

ア 

VMwa

re 

Licens

e 

以下のものと同等であること。 

-以下のものを含む: 

   -2 x VMware vSphere 6.x with Operations Management 

Enterprise Plus for 1 processor 

   -2 x VMware NSX Advanced per Processor 

-保証：3 年 

1 

サ ー ビ ス

導入 

サ ー

ビス導

入 

以下のものと同等であること。 

-以下のものを含む: 

   -Equipment Installation 

   -Start-up configuration (Server, Storage, Networking & 

Security and VMware) 

1 

2 Campus 

ネットワー

ク 

ネットワー

ク機器 

コ ア ス

イッチ 

以下のものと同等であること。 

:-2 x Route Processor Module (RPM) for C9010-4 x Power 

Supply, C9010, 2900w, requires C19 power cord-2 x Line 

Card, 24x 10GbE SFP+ ports, for C9010 network director-2 

x Line Card, 24x 10GBASE-T RJ45 ports, for C9010 network 

director-4 x 10GbE, SFP+ to SFP+, passive DAC 7m-12 x 

Transceiver, SFP+, 10GbE, LR, 1310nmWavelength, 10km 

Reach-3Yr Rapid Parts Exchange Service - SADMG-

Included 90 Days Software Support-Warranty: 3 year 

1 
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  PoE 

Switch 

以下のものと同等であること。 

-48x RJ45 10/100/1000Mb PoE+ (up to 30.8W) autosensing 

ports, 2x SFP+ ports, 2x stacking ports, 

1 integrated 1000W PSU 

-C15 to NEMA 5-15, 2M (C15 for POE N-Series only) 

-Stacking Cable, for Dell Networking N2000/N3000/S3100 

series switches 

(no cross series stack), 1m 

-2 x Transceiver, SFP+, 10GbE, LR, 1310nmWavelength, 

10km Reach 

-保証：指定無し 

20 

  Wirele

ss 

Acces

s Point 

以下のものと同等であること。 

―以下のものを含む 

   -Licenses 

   -20 x Access Point devices 

   -Upgrades for 1 license for 1 device 

-保証：指定無し 

1 

KVM 

Switch 

KVM 

Switch 

以下のものと同等であること。 

―以下のものを含む 

   -KVM console module that serves as the front-end  

for standard KVM switches 

-保証：指定無し 

1 

ラック ラック 以下のものと同等であること。 

-42U 600mm Wide x 1070mm 

―以下のものを含む 

   -Vertical Cable Organizer 

   -Panel Kit 

   -Blanking Panel 

   -Cabinet 

-保証：指定無し 

1 

Power Power 以下のものと同等であること。 

-6000VA 230V 

-Including followings: 

   -2 x Rack PDU 

   -Temperature Sensor 

   -Temperature & Humidity Sensor 

-保証：指定無し 

2 

アクセサリ

ー 

LAN 

ケ ー

ブル 

以下のものと同等であること。 

―以下のものを含む 

   -100 x LAN cable(Cat6A) 

   -100 x LAN cable(Cat6) 

   -12 x Port Patch Panel 

   -12 x Horizontal Cable Management 

   -20 x Cat6 UTP solid cable 

   -Cat6 UTP modular plugs Connector 

   -5 x Cable tester 

   -5 x Crimping Tool 

   -5 x Insert Tool  

   -6 x Optical Distribution Frame 

   -12 x  LC UPC adapter 

   -100 x Single Mode Fiber Patch Cable 

-保証：無し 

1 
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サ ー ビ ス

導入 

サ ー

ビス導

入 

以下のものと同等であること。 

-Equipment Installation 

-Start-up configuration (Networking & Security and 

Wireless) 

1 

 

活動 3-5. IT システムのロードマップを提案する 

活動 3-2 で説明した IT システムの「コンセプト」に示した「アプリケーション」「システムインフラストラクチャ」「人

材」の 3 つの要素に基づいてロードマップを策定した。 

短期戦略を策定する際には、長期戦略に沿って検討する必要があるため、タスク 3-3 の段階で長期的な取り

組みの方向性をすでに指摘していたが、活動 3-5 では、それらをさらに改良を加えた。 

ロードマップの第一版は第 4 回 JCC で提案され、最終版は 2018 年 12 月に開催された第 5 回 JCC で提案、

承認された。 

以下の図は、車両登録情報の精度を確保するための基本的なフローを示しています。 

カンボジアでは、ディーラーによる新規登録が開始されたものの、車両所有者に係る変更申請、抹消登録申請等

の手続きはほとんど実施されておらず、道路走行車両の正確な台数を把握できていない。 

車両の品質と量の両方の管理を改善するためには、MPWT の努力だけでは十分ではなく、他の関連行政機

関との協力が必要、効果的と考えられる。  

 

図表 42 正確な車両登録情報のためのフロー 

 

 

車両登録には多様なプレーヤーが存在し、それらは、「所轄官庁」、利害関係者は「公共部門」、「民間部門」、

「市民社会（第三部門）」の 4 つのグループに分類することができる。 



50 

図表 43 車両登録に係る関係者 

 

 

改善計画は、上記の各問題について以下の通り、策定および提示された。 

 

図表 44 優先的事項に必要な特定のタスク 

優先事項 ゴール タスク 

持続可能な開発

基盤の構築 

車両登録情報の正常化 車両登録の管理システムの改善 

持続可能なシステム基盤の実現 IT システムインフラストラクチャの改善 

持続可能な運用システムの確立 コンテナ型データセンターの紹介 

行政の効率性改

善 

管理機能の強化 管理コラボレーションのためのビジネス機能の構築 

政策立案能力の強化 情報検索のためのビジネス機能の構築 

産業育成 事業活動の活性化 アプリケーション受信用のビジネス機能の構築 

登録プロセスの効率を改善 情報提供のためのビジネス機能の構築 

安全・環境改善 市民参加の促進 情報開示のためのビジネス機能の構築 

財政再建 収益確保方法の確立 情報提供による利益確保 

移動の自由の実

現 

次世代モバイルサービスの推進 車両/自律車両/共有サービス/電気自動車との接続 
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4 成果 4. MPWTによって推進される利用者を対象とした車検、車両整備などに関する啓発活動

が強化される 

活動 4-1.車検、車両整備などに関する MPWT スタッフの研修を行う 

車両登録、車検、IT システムの理解をより高めるため、プロジェクト期間内に 3 回の本邦研修を実施した。 

 

① 第 1 回本邦研修 

下記記載の MPWT および関連省庁の幹部 10 名が参加した。 

図表 45 第 1 回本邦研修参加者 

Name Position 

H.E. Tauch Chankosal Secretary of State,MPWT 

Mr. Kong Sophal Deputy Director General, General Department of Transport, MPWT 

Mr. Peau Maly Deputy Director General, General Department of Transport, MPWT 

Mr. Chea Socheat Director of Transport, General Department of Transport, MPWT 

Mr. Ken Ratha Deputy Director of Cabinet, MPWT 

Mr. Heang Sotheayuth Official of Cabinet, MPWT 

H.E. Ken Sambath Deputy Director of General Department of Taxation, MEF 

Mr. Sok Sovithyea Deputy Director of Planning, Technique and International Affair Department, 

General Department of Customs and Excise, MEF 

H.E. Khieng Sokunthea Director of Khmer National Identification of General Department of 

Identification, MOI 

H.E. Run Rothveasna 

 

Director of Traffic Police and Public Order Department, National Police, 

General commissariat of national police, MOI 
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 実際の本邦研修のプログラムは以下の通りである。 

図表 46 研修プログラム 

 

 

 

関東運輸局登録窓口における説明              車検場見学 

 

② 第２回本邦研修 

以下の 7 人の実務レベルの職員がトレーニングに参加した。また、そのうち車検担当の 3 名については 2 週目

まで滞在し、車検に係る実践的なトレーニングにも参加した。 

図表 47 第 2 回本邦研修参加者 

Name Position 

Mr. Suon Vanhong  Deputy Director General, General Department of Land Transport 

Mr. Kheng Socheat Officer, Vehicle Registration Office, General Department of Land Transport 

Mr. Chea Chandaravuth Officer, Vehicle Registration Office, General Department of Land Transport 

Mr. Chheng Samnang Deputy Chief, Statistic & Data Collection Office, General Department of 

Land Transport 

Mr. So Pisey Deputy Director General, General Department of Land Transport 

Mr. Taing Peou Chief, Vehicle Inspection Office, General Department of Land Transport 

Mr. Sum Lyna Officer, Vehicle Inspection Office, General Department of Land Transport 

2/11(土) 22:50 ～ 機内泊

機内泊 ～ 6:45

7:15 ～ 9:00

10:00 ～ 12:00 講義

13:30 ～ 14:30 講義

10:00 ～ 11:00 講義

11:10 ～ 11:50 講義

13:00 ～ 14:00 見学

9:30 ～ 10:00 講義

10:00 ～ 11:00 講義

14:20 ～ 14:50 見学

15:30 ～ 16:30 見学

9:00 ～ 10:10 講義

10:15 ～ 10:30

11:30 ～ 11:50 講義

12:00 ～ 12:30 見学

10:00 ～ 10:25 講義

10:25 ～ 10:50 講義

11:00 ～ 12:00 講義

6:00 ～ 6:30

6:30 ～ 7:50

10:50 ～ 15:10

新型車への安全・環境基準の適用

自動車情報活用の今後の展開

自動車及び装置の型式指定制度の概要について

2/17(金)

2/16(木)

自動車検査用機器の概要と保守管理について

修了証授与

2/18(土)

退所手続き

帰国

帰国

自動車指定整備事業場の概要

自動車指定整備事業場の視察

2/15(水)
マシン室視察

自動車整備事業の認証及び指定制度の概要について

インフォリウム見学

2/12(日)

2/13(月)

2/14(火)

日付 時刻 形態 研修内容

宿泊先移動

自動車登録制度の概要について

来日

来日

自動車検査の概要について

ブリーフィング

自動車登録検査業務電子情報処理システム(MOTAS)の概要について

運輸支局業務窓口、車検場見学

国土交通省表敬訪問
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図表 48 本邦研修プログラム 

 

 

③ 第３回本邦研修 

以下の MPWT の幹部層を中心とした 7 名が研修に参加した。 

図表 48 第 3 回本邦研修参加者 

Name Position 

H.E. Chhoun Voun Director General, General Department of Land Transport 

Mr. Sokhom Vireakphal Deputy Director General, General Department of Land 

Transport 

Mr. Suon Vanhong  Deputy Director General, General Department of Land 

Transport 

Mr. Teas Dararoth Deputy Director, Department of Information Technology and 

Public Relation 

Mrs. Men Chan Sokol Director General, Department of Land Transport, General 

Department of Land Transport 

Mr. Tam Oudom Chief, Vehicle Registration Office, General Department of 

Land Transport 

Mr. Un Vath Chief, Vehicle Inspection Office, General Department of Land 

Transport 

 

日付 時刻 形態 研修内容

2/13(火) 機内泊 ～ 6:45 来日

7:15 9:00 宿泊先移動

13:00 ～ 15:00 ブリーフィング

9:00 ～ 10:00 講義 日本の自動車登録制度の概要について

11:00 ～ 12:00 講義 自動車検査制度の概要について

13:15 ～ 14:45 見学 （運輸支局業務窓口,検査場の視察）

15:00 ～ 15:40 講義 自動車登録検査業務電子情報処理システム(MOTAS)の概要について

9:00 ～ 10:00 講義 自動車整備事業の認証及び指定制度の概要について

10:10 ～ 11:10 講義 自動車整備士制度の概要について

13:30 ～ 14:00 見学 （自動車整備指定工場の視察）

14:30 ～ 16:30 見学 （自動車整備士養成施設の視察）

10:00 ～ 11:30 講義
自動車の安全基準の概要について
自動車及び装置の型式指定制度及びリコール制度の概要について

11:30 ～ 12:00 講義 自動車情報活用の今後の展開

14:00 14:30 見学 （データセンターの視察）

15:10 15:30 修了式(車両登録・IT）

2/17(土) 6:00 ～ 6:30 帰国(車両登録・IT）

9:00 ～ 10:00 講義 自動車検査用機器の概要（仕様・規格）と保守管理について（点検及び較正）

10:10 ～ 12:10 見学 自動車検査用機器の保守管理について（点検及び較正）【実習】

10:50 ～ 12:20 見学 自動車試験場見学

15:30 ～ 16:30 講義
機構職員の教育（技術研修）について
高度化システム（※審査結果のデータベース化）について

9:40 ～ 10:50 講義 自動車検査見学

11:00 ～ 12:00 実習 自動車検査【実習】

13:30 ～ 15:30 実習 自動車検査【実習】

16:20 16:40 修了式（車検担当）

2/22(木) ～ 帰国（車検担当）

2/20(火)

2/21(水)

2/14(水)

2/15(木)

2/19(月)

2/16(金)
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図表 49 第 3 回本邦研修プログラム 

 

 

  
自動車登録窓口における説明 指定整備工場における見学 

   

④ 追加的活動(他の組織との連携による取組) 

 本邦研修に加えて、JICA の長期専門家は、GDLT の役員が第三国のシステムを学び、本件プロジェ

クトの他、他組織と協力して国際的な議論に参加する機会を設定した。 

図表 50 他の組織との連携による取組 

第 2 回東南アジアフォーラム及び第 7 回アジア地域の官民合同フォーラム 

日付 2016 年 10 月 18 日～20 日 

場所 インドネシア、ジャカルタ 

目的  アジア地域の自動車安全基準の調和を進めることを目的とする。 

22:50 ～ 機内泊

機内泊 ～ 6:45

7:30 ～ 12:00

10:00 ～ 12:00 講義

13:00 13:30 講義 研修の概要説明

14:15 ～ 15:00 講義

15:00 ～ 15:50 見学

9:30 ～ 10:30 講義

10:40 ～ 12:10 見学

14:00 ～ 15:00 講義

15:00 ～ 16:00 講義

9:30 ～ 10:30 講義

11:00 ～ 12:00 見学

13:50 ～ 15:20 見学

9:00 ～ 10:00 講義

10:00 ～ 11:00 講義

11:10 ～ 11:20 研修振り返り

11:20 ～ 12:00 修了式

6:00 ～ 6:30

6:30 ～ 7:50

10:50 ～ 15:10

自動車情報活用の今後の展開

1/19(土)

退所手続き

帰国

帰国

新型車への安全・環境基準の適用及び、自動車及び装置の型式指定制度の概要について

1/17(木）

自動車検査用機器の概要と保守管理について

（自動車整備指定工場の視察）

（自動車整備整備士養成施設の視察）

1/15(火)

ブリーフィング

自動車登録検査業務電子情報処理システム(MOTAS)の概要について

（データセンターの視察）

1/16(水)

自動車検査の概要について

運輸支局業務窓口、車検場見学

自動車整備事業の認証及び指定制度の概要について

1/13(日) 来日

1/14(月)
来日

宿泊先移動

日付 時刻 形態 研修内容

自動車登録制度の概要について

1/18(金)
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JASIC（日本自動車規格国際化センター）主催による会議。 

予算 JASIC 予算による参加 

 

2017 年自動車サービス機器展示会および自動車整備部門セミナー 

日付 June 1st to 2nd, 2017 

場所 日本、東京 

目的  車検ガイドラインとチェックリスト作成の参考として、民間企業の車検の認可基準の理解 

予算 本件プロジェクト予算（但し、長期専門家予算） 

 

第 3 回東南アジアフォーラムと第 8 回アジア地域の官民共同フォーラム 

日付 2017 年 11 月 22 日～24 日 

場所 フィリピン、マニラ 

目的  アジア地域の自動車安全基準の調和を図ること 

予算 本件プロジェクト（但し長期専門家予算）予算による。 

国土交通省の支援を受けての参加。 

 

第 28 回 ACCSQ（標準と品質に関する ASEAN 諮問委員会）-自動車製品ワーキンググループ（APWG）とその関

連会議 

日付 2018 年 10 月 17 日～19 日 

場所 マレーシア、クアラルンプール 

目的  ASEAN 地域の自動車安全基準の調和を進めること 

予算 国土交通省からの支援を得て、JASIC がカウンターパート向け予算を確保 

  

第 4 回東南アジアフォーラムと第 9 回アジア地域の官民共同フォーラム 

日付 2018 年 12 月 12 日～14 日 

場所 タイ、チェンライ 

目的  アジア地域の自動車安全基準の調和を図ること 

予算 国土交通省からの支援を得て、JASIC がカウンターパート向け予算を確保 

 

活動 4-2 MPWT スタッフによって実施される車検、車両整備などに関する PR 活動（車の販売業者への

セミナー、利用者へのキャンペーンなど）を支援する。 

コンサルタントチームは、MPWT IT / PR 部門と協議しながら、PR 活動を計画・推進してきた。 

活動は主にイベントの調整・開催と、広報ツールの作成であり、特にツールについては、本件プロジェクト終了

後も引き続き活用できるようなものを意識して作成した。 

 

(a) Production of PR tools 

〇本件プロジェクト紹介用リーフレット 

 2017 年に作成された最初のバージョンには、プロジェクトの概要、PDM（プロジェクト設計マトリックス）

の説明、問題、および期待される効果が記載された。 
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図表 51 プロジェクトリーフレット 

  

Cover page Facing page 

 

2018 年 10 月に、車両登録、検査、オンラインシステム、連絡先情報、車両登録申請事務所、車両検査センタ

ーの住所と電話番号の重要性を示すために、プロジェクトのリーフレットを改訂した。 

図表 52 改訂版リーフレット 

 

 

Cover page Facing page 

 

〇車両登録と車検のためのリーフレット 

リーフレットは一般向けであることから、車両登録と車検の重要性、必要な書類、申請プロセス、車両登録申請

事務所と車両検査に関する情報（州名、電話番号）を説明するものとした。 
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図表 53 車両登録リーフレット 

  

図表 54 車検リーフレット 

  

 

〇車両点検用リーフレット 

車両所有者の自己点検を啓発する目的で、作成した。車両の所有者が故障個所を早期に発見し、修理工場

に行くことを促すため、簡単に車両を点検できる、点検項目と点検方法について写真入りで説明されている。また、

自動車整備工場で定期的に専門検査を受けることを推奨した。 

図表 55 車両点検用リーフレット 
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5 車両の登録と検査の理解向上のためのビデオ制作 

カンボジアの人々は文章説明を読まない傾向があるので、視覚的に理解できるようにビデオを制作した。 

 

図表 56 制作ビデオ一覧 

 Title Contents Production time 

1 車両登録ガイドラインビデオ オンライン車両登録システムの紹介と登

録方法の説明 

2018 年 3 月 

2 プロジェクト紹介ビデオ 車両登録・車検に係るプロジェクト推進

シーン 

2018 年 7 月 

3 車検ガイドラインビデオ 車検方法 2018 年 8 月 

4 移転登録に係る車両登録ビ

デオ 

所有者移転登録の重要性とその手続き 2019 年 3 月 

5 未登録車両排除の教育ビデ

オ 

ナンバープレート無しで走行する車両の

公開 

2019 年 3 月 

6 道路安全啓発ビデオ 国民的歌手、アオク・ソクンカンハ氏が交

通安全を啓蒙 

2019 年 4 月 

7 車両登録・車検に係る TV コ

マーシャル 

車両登録および検査の意識向上 2019 年 5 月 

8 抹消登録に係る車両登録ビ

デオ 

抹消登録の意義とその手続き 2019 年 5 月 

 

5.1 ビデオ放映メディア 

〇TV commercial 

 TV コマーシャルは、2019 年 6 月 1 日から 6 月 30 日まで、Hang Meas、CTN TV、Fresh News の 3

つの人気テレビ番組で放送された。 

〇プノンペンの LED スクリーンの広告 

 TV コマーシャルは、2019 年 6 月 13 日から 6 月 12 日まで（1 か月間）最も交通量の多い道路（Kbal 

Knol、Chroy Chang Var、Phsar Oreursey）にある LED スクリーンで放送されました。 放送の頻度は、

それぞれ 1 日あたり 30 回である 

〇Facebook page 

 本件プロジェクトで制作したビデオは、プロジェクトの Facebook ページ、MPWT Facebook ページで共

有された。（例：車両登録ガイドラインビデオの閲覧者は 177,067 人に達した） 

〇他のメディア 

 GDLT との会議でバス会社との協力について GDLT から提案があったので、可能性を検討した。 

プノンペンと各州を結ぶ長距離バスにはテレビが装備されており、走行中、ドラマ、コメディーのビデ

オが放送されているため、コンサルタントチームは、プロジェクト会社のビデオの放映が可能か否かバ

ス会社にアプローチし、その結果、以下の 3 社で放映されることとなった。 

 

図表 57 ビデオ放映バス会社 

  企業名 

カ ン ボ ジ

ア内のバ

ス停数 

バス合計

台数 

TV が 装

備されて

いる数 

1 日当り平均乗

車客数 

提供されるメディアの

数 

USB VCD 

1 Rithmony 

trading 
7 80 50 400-500 30 20 
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2 Capitol tours 

15-20 150 150 

2,100-2,400 

(70-80 バス/日 

×30 人/バス) 

0 150 

3 Phnom Penh 

Sorya 

Dekchunchoun 

Nakdamnoeur 

9 90 70 1,050 0 70 

 

〇啓発促進グッズ 

 本件プロジェクトでは、啓発促進グッズとしてエコバッグとボールペンを作成した。 

 これらは、本件プロジェクトで開催されたセミナー、トレーニング、イベントで配布された。 

 特に、エコバッグはイベント等で関連資料を中に入れて配布することができ、イベント後も多くの人が

使用していることから、本件プロジェクトの認知度を高めることに大きく貢献したと考えられる。 

図表 58 エコバッグとペン 

 

〇X スタンド 

 JICA 専門家は、2018 年 10 月に開催されたイオンモールでのイベント用に、このプロジェクトの X スタ

ンドを作成しました（図 39 X スタンドとその配布サイト） 

 X スタンドには、MPWT のカスタマーサポートセンターの連絡先情報と、「車両の購入時に登録、車両

の譲渡時に所有権の移転を登録、車両を処分する場合に登録解除」「車両登録なしで車両を運転し

てはいけません」というモットーが表示されている。 

  



60 

図表 59 Ｘスタンド設置場所 

設置場所 数 備考 

 

DPWT 25 DPWT in 25 provinces 

Vehicle inspection center 
14 

All the inspection centers in 

cambodia 

TOYOTA Cambodia 

(vehicle dealer) 
6 6 shops 

Suzuki (vehicle dealer)  2 2 shops 

Pit&Go  

(vehicle maintenance shop） 
2 2 shops 

Car fresh 

(vehicle mainenance shop） 
2 2 shops 

MINAMI Driving school 

(driving school） 
1 1 school 

License renewal center at 

AEON Mall 
2 Aeon Mall 1 & 2 

Tera Mart 

(convenience store in gas 

stations) 

43 
Directory managed store 

43stores 

TOTAL 97  

 

〇イベントスタッフ用のポロシャツ 

 ポロシャツの裏には、「適切な車両登録がなければ運転しないでください。定期的な車両検査を実施

しましょう」というスローガンがプリントされている。 

図表 60 ポロシャツ 

 

 

6 イベント開催 

 本件プロジェクトでは、カンボジアの人々への車両登録と検査を促進するために、PR イベントが

3 回開催された。 

図表 61 イオンモールにおける PR イベント 

No. term venue 
Number of 

Visitors(estimated) 

1 2018 年 10 月 1～７日 AEON MALL Sen Sok City 2,000 
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2 2018 年 12 月 17 日～19 日 AEON MALL Phnom Penh 650 

3 2019 年 6 月 24 日～25 日 AEON MALL  Sen Sok City     

 

6.1 第 1回イベント：AEON Mall Sen Sok City 

 10 月 1 日から 7 日まで、イオンモール Sen Sok（イオンモール第 2 支店）で PR イベントを開催した。イ

ベントでは、MPWT スタッフが車両所有者から車両登録と車両検査、ビデオ上映に関する相談を行い、

さまざまな分野（オンライン登録、車両登録、車両検査）を提示しました。イベントでは、車両の登録と

検査を担当する GDLT のスタッフと IT / PR 部門のカスタマーサポートセンターのスタッフがイベント

に参加し、イオンモールの訪問者はそれぞれの詳細情報と重要性について学んだ。 

 このイベントでは、カンボジアで非常に人気のある女性歌手である Aok Sokunkanha さん（Facebook ペ

ージに続く約 189 万人）が最終日の 10 月 7 日に参加した。同日、各分野での発表に加えて、彼女へ

のインタビューを実施し、カンボジアの人々に車両登録と検査の重要性を伝えた。また、イベントの最

後に、彼女のミニコンサートを開催し、多くのカンボジアの人々の関心を集めることができた。 

 

  
トークショー ミニコンサート 

 

6.2 第 2回イベント：AEON Mall Phnom Penh 

2018 年 12 月 17 日から 19 日まで、イオンモールプノンペン（イオンモール第 1 支店）で PR イベントが開催さ

れた。イベントでは、MPWT スタッフが車両所有者から車両登録と車両検査、ビデオ放映、各フィールドの発表

（オンライン登録、車両登録と車両検査）、車両登録と車両検査クイズなどを行った。車両登録・車検担当の

GDLT のスタッフと IT / PR 部門のカスタマーサポートセンターのスタッフがイベントに参加し、イオンモールの訪

問者は各フィールドの詳細情報と重要性について学んだ。 

イベント訪問者は約 650 人と推定され、初日の開会式には、メディアも来場した。各分野からのプレゼンテーシ

ョン後、イベント訪問者との質疑応答セッションが行われ、MPWT スタッフと活発な議論が行われた。 

また、このイベントでは、会場でオンライン登録できるよう PC を用意し、一部の訪問者は会場で車両登録をし

た。 
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オープニングセレモニー 来場者への車両登録の説明の様子 

 

6.3 第 3回イベント：Aeon Mall Sen Sok City 

第 3 回イベントは、車両登録と検査の理解を促進するために、GDLT および MPWT の IT / PR 部門と協力し

て、イオンモールセンソックシティペン（イオンモールの第 2 支店）で 2019 年 6 月 24 日から 25 日に開催した。イ

ベントの主な内容は、過去 2 回のイベントと同様であったが、H.E. Sun Chanthol、公共事業運輸省大臣がイベン

トの開会式に出席し、H.E Chhoun Voun、陸運総局長よりプロジェクト活動の概要が報告された。 

  
大臣による開会の辞 大臣によるブース訪問 

 

PR イベント中に訪問者にアンケートを実施したところ、回答者は全員、車両の登録と検査のプロセスについて

理解を深めることができたと回答し、回答者のうち 82％は車両の登録と検査に関する新たな情報を入手すること

ができたと回答した。したがって、本イベントが効果的だったと評価できる。 

 

6.4 その他のイベント 

図表 62 その他関連イベント 

2018 年 2 月 22～25 日：日-カンボジア絆フェスティバル 

概要 2011 年からカンボジア日本協力センターが実施している、カンボジアで日本を紹介す

る最大のイベント。（長期専門家とコンサルタントチームアシスタントが参加） 

期間 2018 年 2 月 22～25 日 

開催地 Cambodian-Japan Cooperation Center (CJCC) 

推定訪問者 約 10,000 人がイベントに参加し、うち約 1,000 人がプロジェクトブースを訪問。 

説明  2018 年 2 月 23 日 

 MPWT IT / PR 部長の Heang Sotheayuth 氏によるオンライン登録に関するプレゼ

ンテーション 

 MPWT GDLT 陸運局長、Chea Socheat による輸送部門に関するプレゼンテーショ

ン 
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写真 

  
2019 年 2 月 22 日から 24 日までの日カンボジア絆フェスティバル 

概要 2011 年からカンボジア日本協力センターが実施している、カンボジアで日本を紹介す

る最大のイベント。（長期専門家とコンサルタントチームアシスタントが参加） 

期間 2019 年 2 月 22～24 日 

開催地 Cambodian-Japan Cooperation Center (CJCC) 

推定訪問者 12,000 人 

BarCamp 2017 (Tech & Startup イベント) 

概要 MPC の IT / PR 部門は、BarCamp 2017 というイベントに出展。JICA 長期専門家がプ

ロジェクトを紹介し、コンサルタントチームアシスタントとともに関連するリーフレットを配

布。 

期間 2018 年 1 月 30 日 

開催地 Institute of Technology Cambodia (ITC) 

交通安全 PR イベント event 

概要 交通安全 PR イベントは、MPWT の交通安全部門とスズキ株式会社（日本の自動車デ

ィーラー）およびシェムリアップの DPWT との共同開催。 

国道 5 号線での車両所有者に対する啓発活動、高校生への教育として、交通安全情

報に加えて車両登録・車検関連情報を説明し、出席者の理解を深めた。 

期間 2019 年 3 月 30 日 

開催地 国道 5 号線/高校 

 

7 その他の PR活動 

図表 63 その他の PR 活動 

プロジェクト Facebook ページ 

背景 カンボジアでは、Facebook が情報発信ツールとして効果的に使用されているため、このプロ

ジェクトはプロジェクトの公式 Facebook ページを立ち上げた。 

JCC、トレーニング、調査などのプロジェクト活動を紹介し、プロジェクトの成果（パンフレット、

ビデオなど）を公表。 

効果 項目 結果 

フォロワー数 4,239 人 

記事数 75 件 

PR ビデオのシェア・再生回数  

車両登録ガイドライン 再生 88,657 回、シェア 482 件 

車検ガイドライン 再生 106,321 回、シェア 541 件 

プロジェクト紹介 再生 2,825 回、シェア 6 件 

未登録車両排除の啓発 再生 12,528 回、シェア 190 件 

交 通 安 全 啓 発 ビ デ オ (Ms. Aok 

Sokunkanha) 

再生 78,823 回、シェア 316 件 

 

特記事項 本プロジェクトでは、PR イベントやビデオ作成のために、国民的歌手 Aok Sokunkanha

さんと協力することができた。 

彼女が登場するビデオは 78,823 回再生され、大きな効果をもたらした。また、Aok 

Sokunkanha さんによるイベントの事前通知とFacebookページへのイベントの投稿により、



64 

このプロジェクトの PR 活動を支援しました 

 

 

 

 

 

 

 

 

道路安全ビデオに登場する Aok Sokunkanha さん 

 

プレスリリース 

背景 本件プロジェクトにおいてはニュースメディア企業と協力することができた。 すべての

JCC 会議およびイベントについて事前に報道機関に通知したことで、メディアからのインタ

ビューを受け、翌日の新聞記事とテレビニュースで報道されプロジェクトの認知を高めるこ

とができた。 

特記事項 

  

第 3 回 JCC 会議に関するニュース記事とニュース放映の様子 

 

8 セミナー開催 

既に、車両登録と車検に係る活動の説明で述べたように、登録と車検のガイドラインに係る教育訓練のため、

以下のセミナーを開催した。 

 

図表 64 車両登録・車検セミナー 

車両登録  シェムリアップでの車両登録および運用ガイドラインに関するセミナー

（2018 年 9 月） 

 カンポンチャムでのセミナー（2018 年 9 月） 

 ケップでのセミナー（2019 年 1 月） 

 モンドルキリでのセミナー（2019 年 2 月） 

車検  指定された認証工場システムと機器要件および管理システムに関する

セミナー（2018 年 5 月） 



65 

 一般検査ガイドラインをカバーする 3 日間のトレーニングの実施（2018 年

6 月） 

 校正検査機器に影響を与える 1 日トレーニングの実施（2018 年 6 月） 

 車両検査ガイドラインに基づくトレーニングの実施（2018 年 12 月） 

 

これらのセミナーに加えて、次のように大学生向けのプレスブリーフィングとセミナーも開催した。（長期専門家

とコンサルタントチームのアシスタント中心） 

① 日本大使館と JICA カンボジアで開催された記者会見 

 日付：2018 年 1 月 30 日 

 場所：日本大使館 

 目的：プロジェクト活動と効果の認知を高める 

 

② 大学生向けセミナー 

車両登録の認知度を高めるため、2018 年に大学生向けの以下のセミナを開催した。 

図表 65 大学生向けセミナー 

日付 地域 開催地 参加者 

2018 年 6 月 11,12 日 Siem Reap Build Bright University (BBU) 200 

2018 年 6 月 15 日 Sihanoukville South East Asia University 100 

2018 年 6 月 16 日 Takeo BBU 100 

2018 年 6 月 25 日 Banteay 

Meanchey 

University of Management and economics 100 

2018 年 6 月 26 日 Battambang BBU 110 

2018 年 6 月 29 日 Mondulkiri BBU 90 
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9 プロジェクトの成果  

達成された成果とプロジェクト目標の進捗を確認するために、C / P と日本の専門家はモニタリングシステムに

基づいて進捗をモニタリングした。モニタリングシートの具体的な内容は以下の通りである。 

 PDM のコンポーネント（物語の要約、指標、検証手段） 

 モニタリング方法（担当者/組織、頻度、発言） 

 目標値（ベースライン値、目標値） 

 各年度の実績（2017 年度、2018 年度、2019 年度） 

 

プロジェクト活動は上記の項目に従ってモニタリングされ、プロジェクト結果に基づいて MS に成果が記入され

ている。 

プロジェクトの前半では、コンサルタントチームが JCC を主導してきたが、2017 年 12 月以降は、MPWT 側がプ

レゼンテーションを主導し、コンサルタントチームがそれをサポートする形をとった。そうすることで、職員の理解を

高めるとともに、当事者意識も醸成されたと考える。 

また、JCC においては、毎回、異なる分野（車両登録、車両検査、IT）からの説明があるため、担当者間の競争

意識を醸成し、取組の促進につながったと考えられる。 

 

9.1 成果と指標  

2-1-1 成果 1  

(1) 指標 1: MPWT による車両登録のガイドラインの承認  

車両登録のガイドラインは既に作成され、改善が加えられており、正式な承認手続に入っている。ガイドライン

は、車両登録の手続きに関わる Prakas 承認後、2019 年 12 月までに承認される見込みである。 

 

(2) 指標 2:車両登録手続きのチェックリストに沿った車両登録の実施  

プロジェクトは、26 州がガイドラインの新規登録、抹消登録、移転登録のチェックリストに沿って車両登録手順を

実施していることを確認した。ただし、抹消登録を実施している DPWT は無かった。車両登録の改善計画でも抹

消登録の必要性は認識されているものの、まずは新規・移転登録を進めることを優先していることから、本件プロ

ジェク終了後も、新規・移転登録の推進状況を見ながら、抹消登録に係る対応について、引き続き検討を進めて

いく必要がある。 

登録手順がガイドラインのチェックリストに沿って実行されることで、車両登録管理制度を安定的・正確に実現

することができる。そこで、各 GDLT / DPWT 登録事務所でチェックリストの有効活用を確認するため、DPWT の

車両登録事務所が四半期ごとに記入するモニタリングフォームを作成した。 
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図表 66: DPWT 登録事務所により記入されるモニタリングフォーム 

 

 

資料: GDLT (Form 3)  

凡例：Ｖehicle registration; TR: transfer registration; DR: deletion registration  

 

DPWT 登録事務所が上記モニタリングフォームを定期的に提出することで、GDLT は DPWT の登録事務の状

況を把握でき、当該フォームは GDLT と各登録事務所との間のコミュニケーションツールとして機能する。 全国

VR TR DR VR TR DR VR TR DR VR TR DR

1 Phnom Penh (GDLT) P P N/A P P N/A

2 Phnom Penh (Chamkar Dong) P P N/A P P N/A

3 Banteay Meanchey P P N/A P P N/A

4 Battambang P P N/A P P N/A

5 Kampong Cham P P N/A P P N/A

6 Kampong Chhnang P P N/A P P N/A

7 Kampong Speu P P N/A P P N/A

8 Kampong Thom P P N/A P P N/A

9 Kampot P P N/A P P N/A

10 Kandal P P N/A P P N/A

11 Koh Kong P P N/A P P N/A

12 Kratie P P N/A P P N/A

13 Mondulkiri P P N/A P P N/A

No. 
1st Quarter (March) 2nd Quarter (June) 3rd Quarter (September) 4th Quarter (December)

Capital/Province

14 Preah Vihear P P N/A P P N/A

15 Prey Veng P P X P N/A N/A

16 Pursat P P N/A P P N/A

17 Ratanak Kiri P P N/A P P N/A

18 Siem Reap P P N/A P P N/A

19 Preah Sihanouk P P N/A P P N/A

20 Steung Treng P X X P P N/A

21 Svay Rieng P P N/A P P N/A

22 Takeo P P N/A P P N/A

23 Oddar Meanchey P P X P N/A N/A

24 Kep P N/A N/A P P N/A

25 Pailin P P N/A P P N/A

26 Tboung Khmum P P X P P N/A
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の登録状況が一目でわかるようになるため、GDLT は登録事務所に効果的に指示とアドバイスを提供できるように

なる。  

 

図表 67 車両登録手続きにおけるチェックリストの活用 

 

 

2-1-2 成果 2  

(1) 指標 1: MPWT による GDLT 車検ガイドラインの承認 

車両検査に関する GDLT のガイドラインは、MPWT によってすでに承認されている。 

 

(2) Indicator 2:車両検査のチェックリストに沿った車両検査の実施 

2 つのパイロットプロジェクト対象車検場（プノンペンの Russeykeo（CMVIC）と Boengbaitong（HK））の検査員は、

車検ガイドラインの外観と足回り検査のチェックリスト（CL）を活用して目視検査を実施していた。 上記の２車検場

は、表 49 および図 53 に示すように、必要な文書を適切に保持していた。 

 

図表 68 パイロット検査センターのチェックリスト（CL）の数（2018 年 12 月-2019 年 4 月） 

 CMVIC at Russeykeo  HK at Boengbaitong  

2018 年 12 月のチェックリスト数 2,914 1,879 

2019 年 4 月のチェックリスト数 26,647 6,428 

チェックリスト合計  29,561 8,307 

 

GDLT

Registration 
Office

Checklist of Vehicle 
Registration Procedure 

(Form 3) 

Checklists of new vehicle, 
deletion, and transfer 

registration 

Guidelines for Vehicle 
Registration
(Appendix 1)

Communications
On-site Visits
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CMVIC  Russeykeo  HK at Boengbaitong  

  

車検チェックリスト at Russeykeo 車検チェックリスト at Boengbaitong 

 

プロジェクト終了後、全国の車検場でこれらのチェックリストが有効に活用されているかを確認するため、定期

的に進捗状況をモニタリングするためのモニタリングフォームを用意した。 
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図表 69 車検チェックリストの活用 

 
 

フォーム 4 の必要な項目を図表 70 に示す。GDLT/ DPWT は、次の手順でチェックリストの結果の内容を確認

する。 

そもそも、GDLT / DPWT は、（A）外観と足回り検査の紙ベースのチェックリストの合否結果をフォーム 4 に記入。

その後、GDLT / DPWT は（ B）ビル番号を検索するオンラインシステム。外観と足回りの検査のために、チェックリ

ストの合否ステータスと比較して欠陥を確認する。 このようにして、（A）紙ベースのチェックリストと（B）オンライン

システム間の結果の両方に一貫性があれば、車両検査を「適切に実行された」と見なすことができる。 

プロジェクト完了後は、GDLT / DPWT がこの手順に従って全国の車両検査を監視する必要がある。 

 

図表 70 モニタリングチェックリスト (Form 4) 

Bill Number 
Vehicle 

Number Plate  

Inspection Results  

on paper-based Checklist 

Inspection Results  

on Online System 

  □ Pass   □ Fail   

□N/A 
  □ Pass     □ Fail 

  
□ Pass   □ Fail   

□N/A 
  □ Pass     □ Fail 

  
□ Pass   □ Fail   

□N/A 
  □ Pass     □ Fail 

 

2-1-3 成果 3  

(1) 指標 1: IT 短期戦略に記載されている改善のための推奨事項の実装  

以下に示す通り、IT 短期戦略として挙げられた 5 つの改善計画は全て完了している。 

 

 

 

Online SystemChecklists of appearance 
and underbody inspection

Checklist of Vehicle Inspection 

(Form 4) 

Advice Instructions

Comparison 

Guidelines for Vehicle Inspection
(3-2 Checklist)

(

A) 

(

B) 
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図表 71 短期 IT 計画の進捗 

短期 IT 計画 状況 

[アプリケーション]  

外部の行政機関との情報共有に係るインターフェース仕様を策定する 
完了 

（b）IT システムのセキュリティ診断を実施 完了 

[IT インフラ] 

IT インフラストラクチャ要件を提案 
完了  

サーバーおよびミドルウェアの導入サポート 完了  

[人材] 

オンライン申請システムの運用ルールを提案 
完了 

 

(2) 指標 2: MPWT による IT システムのロードマップ承認 

IT システムのロードマップはすでに開発されており、プロジェクトの終了までに改善のために継続的に更新され

ることとなっている。 ロードマップの承認に関しては、2019 年の MPWT 年次報告書（2020 年 8 月頃に公開）に IT

システムのロードマップが含まれている場合、プロジェクトはこの事実を MPWT によるロードマップの承認と見なす。 

 

2-1-4 成果 4  

(1) 指標 1:車検、点検等に関する MPWT / DPWT スタッフの自己評価  

自己評価を調査した結果、目標値が 55.0％であったのに対し、50.3％という結果であり、この指標は達成され

なかった。 ただし、自己評価結果の傾向が徐々に改善しているため、MPWT がプロジェクト後も車検の取組みを

継続的に推進していけば、次回計測時には目標値に達する可能性があると考えられる。 

 

図表 72 MPWT/DPWT 職員による車検・点検に係る自己評価の結果 

 1st survey  

(June 2017)  

39 

respondents  

2nd survey  

(May 2018)  

13 

respondents  

3rd survey  

(June 2019)  

25 

respondents  

Q1.車両点検とメンテナンスの重要性 45.5% 55.8% 57.0% 

Q2. 車検の法制度 39.5% 44.2% 49.0% 

Q3. 車両の安全性と車検とメンテナンスの関係 39.1% 46.2% 49.0% 

Q4. 車検場の機能 41.0% 51.9% 57.0% 

Q5. 車検とメンテナンスの知識 35.9% 50.0% 53.0% 

Q6. 車検とメンテナンスに関する啓発活動の重要性 73.7% 84.6% 72.0% 

Q7. 車検とメンテナンスに関する啓発活動の計画能力 35.3% 42.3% 44.0% 

Q8. 車検査とメンテナンスに関する啓発活動の実施能力 35.3% 34.6% 44.0% 

Q9. 車両検査に関する啓発活動に必要な財源確保 11.2% 9.6% 28.0% 
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指標平均 (Q1 – Q9)  39.6% 46.6% 50.3% 

資料:モニタリングのアンケート調査結果  

 

アンケート結果によると、車検担当の MPWT / DPWT の職員は、車検に係る啓発活動の重要性を認識してい

る（Q6：72.0％）。一方、PR 活動のための財源確保に関する自己評価（28.0％）は、前年比で約 20％増加してい

おり、まだ高い比率ではないものの、MPWT / DPWT は財源を確保の取り組みの重要性を認識しつつある。 

もし車検ためだけに財源を確保することが困難な場合には、例えば、交通安全局とシェムリアップの DPWT は、

スズキ（日本の自動車ディーラー）と共同で交通安全 PR イベントを開催したが、この例が示すように、車検のＰＲ

のため、交通安全局と協力できる可能性も考えられる。 

また、次の図が示す通り、自己評価の結果は不均衡な多角形であるため、負の評価項目を改善して、バランスの

取れた丸い形にしていく必要がある。 

 

図表 73 車両の検査とメンテナンスに関する MPWT / DPWT スタッフの自己評価結果の重要性（2017，

2018，2019 年） 

  

Actual results in 2017, 2018, and 2019  Results on average in 2017, 2018, and 2019  

 

(2) 指標 2: MPWT スタッフが実施した PR 活動回数  

MPWT スタッフはこれまでに PR 活動を複数回実施しており、詳細は図表 74 の通りである。 
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図表 74 PR activities carried out by MPWT Staff 

No 日付 PR イベント 
MPWT における推

進当局 
参加者数 

1 
2017 年 10 月 21 日 カ ン ボ ジ ア 工 科 大 学 （ ITC ） で の

BarCamp2017 

IT・PR 局  (職員

10 名)  
50 

2 
2017 年 11 月 29〜30 日 シェムリアップでのビジネスフォーラムと

ICT 展示会 2017 

IT・PR 局(職員 6

名)  
300 

3 
2018 年 2 月 22-25 日 日カンボジア絆フェスティバル 2018 IT・PR 局 (職員 15

名)  
10,000 

4 

2018 年 6 月 11 日〜12 日 

(1) 

車両登録および検査促進イベント 

（ 1 ） Bright University を 構 築 す る 

（ BBU ） お よ び 東 南 ア ジ ア 大 学 

（USEA）in シェムリアップ 

（2）シアヌークビルの BBU 

（3）バンテイメンチェイの経営経済大

学。 そして 

（4）タケオの BBU 

陸運局  (職員 7

名)  200 

5 2018 年 6 月 15 日(2)  100 

6 2018 年 6 月 17 日 (3)  100 

7 
2018 年 6 月 24 日(4)  

100 

8 
2018 年 10 月 1-7 日 車両登録および車検推進イベント IT・PR 局（6 名） 

陸運局（4 名） 
2,000 

9 
2018 年 12 月 17-19 日 車両登録および車検推進イベント IT・PR 局（5 名） 

陸運局（6 名） 
600 

10 

2019 年 3 月 30 日  シェムリアップにおける交通安全 PR イ

ベント 

シ ェ ム リ ア ッ プ

DPWT のスタッフ

(10 名)  

100 

11 
2019 年 5 月 22-24 日 タケオにおけるロイヤルプラウイングセ

レモニー 

DPWT Takeo  

(5 名)  
200 

12 

2019 年 6 月 24-25 日 車両登録および車検推進イベント GDLT: 5 名 

IT/PR 局: 10 名 

その他 MPWT 職

員 

500 
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9.2 プロジェクトの目的と指標  

プロジェクトは、指標 1（車両登録および車検の数）および指標 2（申請者の満足度評価）とも目標値を達成し、

指標 3（センターでの車両検査の性能評価）もほぼ達成されたことから、プロジェクトの目的は達成されたと言える。

すなわち MPWT による車両制御の管理が改善されたと結論付けた。  

 

(1) 指標 1：車両登録手続き（新規登録、抹消登録、移転登録）の数と、車検年間実施数  

車両登録手続きに関しては、以下の表に示す通り、年間登録車両数が 77,195 台に達し、2018 年の段階で目

標値（70,000）を達成した。なお、2019 年については、5 月 31 日の段階（5 か月）で、既に 45,176 台となっている

ため、目標値を達成するものと考えられる。 

さらに、車両登録手続き件数のうち、移転登録は 7,210 件（2019 年 5 月 31 日時点）であったため、2019 年年

間では、目標を達成されると予測される。ただし、抹消登録については、登録実績があるものは、ほとんどが大使

館および国際機関所有車両であり、今後、個人所有社車両抹消登録の取り組みが促進されていくことを期待す

る。 

車検に関しては、2018 年には 241,911 台の実績を有しており、2019 年 5 月 31 日段階（5 か月）で 108,388 台

に達していることから、車検実施件数は、2019 年 12 月までに目標値（250,000）を達成すると予測される。 

さらに、2017 年に目標値（250,000）を設定した時点における車検実施数は 193,706 台と発表されていたが、

2019 年 5 月に、174,188 台が正しい数値であったと修正されたが、プロジェクト目標値については変更していな

い。 

 

図表 75 年間に実施される車両登録手続きと車検実施台数 

 ベースライン (2016)/ 

目標値 
2017 2018 

2019 

(5 月 31 日現在) 

車両登録手続き 

年間車両新規登録台数 ベースライン :60,794 

目標値:70,000 
60,400 77,195 45,176 

年間抹消登録台数 ベースライン:N/A 

目標値： 14 
8 15 15 

年間移転登録台数  ベースライン:5,800 

目標値: 14,000 
13,033 17,085 7,210 

車検 

年間車検実施台数 ベースライン: 193,706 

目標値: 250,000 
177,806 241,911 108,388 

資料:MPWT の IT システム等  

 

(2) 指標 2: 車両登録手続きを行う申請者の満足度  

次の表に示す車両登録手続きの満足度調査の結果、各質問項目の平均評価は、目標値が 60.0％であったの

に対して 61.8％という結果となり、この指標は達成された。 
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図表 76 車両登録手続きに対する申請者の満足度調査結果 

 1st survey 

(June 2017) 

74 

respondents 

2nd survey 

(May 2018) 

101 

respondents 

3rd survey 

(June 2019) 

113 

respondents 

Q1.車両登録手続きの利便性 45.8% 60.3% 66.2% 

Q2. 車両登録手続きの正確性 50.4% 63.0% 66.4% 

Q3. 車両登録手続きの合理性と効率性 48.2% 65.2% 66.2% 

Q4. 車両登録手順に関する説明と指示 51.4% 62.9% 64.2% 

Q5. 車両登録手続きに関する問い合わせへの対応 49.7% 64.3% 68.1% 

Q6. 車両登録手続きのサポートサービス 45.4% 61.1% 64.4% 

Q7.車両登録手順に関するガイドの内容 30.6% 53.3% 58.5% 

Q8. 車両登録手続きの情報共有 20.3% 41.1% 48.7% 

Q9. 道路税の納付、車両検査、および廃車および移転車両

の登録手続きの奨励 
37.7% 59.9% 56.0% 

Q10. アプリケーションサービスの処理に必要な時間 43.2% 59.7% 60.8% 

Q11. 登録料支払いに要する時間 42.8% 56.2% 62.1% 

Q12. 車両登録の ID カードの受け取りに要する時間 42.1% 60.4% 60.8% 

Q13. 車のナンバープレートの受け取りに要する時間 40.8% 60.2% 60.6% 

平均指 e (Q1 – Q13) 42.6% 59.0% 61.8% 

資料: モニタリングのアンケート調査結果 

 

各項目の結果を見ると、3 項目を除き、目標値を超えており、また、前回の調査結果と比べると数値が上昇して

いる。  

しかし、目標値を下回った 3 項目のうち、「Q8：登録局での車両登録手順/オンラインシステムによる情報共有

（48.7％）」については、特に評価が低かったことから、登録手続きについて、より具体的で目に見える指示につい

てはプロジェクトの終了後も改善されることが期待される。  

 

その他、申請者から以下のような示唆的なコメントがいくつかある。 

 

[情報共有]  

・ナンバープレートの価格表をサービスウィンドウのモニター画面に、カテゴリー別に表記して欲しい。 

・プノンペンと各州間のナンバープレートの価格を明確にして欲しい。 
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・登録手続き等についてどこに行き何をすべきか、通知書/掲示板に指示を掲示して欲しい。 

・申請者に登録手続きを提供するための「情報デスク」を要望する。 

[手続き]  

・車両移転の文書には以前の所有者の指紋が必要であるため、以前の車両所有者が新しい所有者に同席し

ない場合、車両移転を進めることが困難である。 

[オンラインシステム]  

・電話番号または Facebook アカウントのみで、オンラインシステムのユーザーアカウントにサインインできるよう

にして欲しい（電子メールアドレスではなく）。 

・オンラインシステムでクメール語の一部を理解するのが難しい。 

[サービス]  

・DPWT に、プレート番号、車両 ID、運転免許証の、より迅速な発行サービスを提供して欲しい 

・サービス窓口で情報を求めに来た申請者により親しみやすくして欲しい 

図表 77 車両登録手順を実行する申請者の満足度の傾向（2107,2018,2019 年） 

  

Actual results in 2017, 2018, and 2019  Results on average in 2017, 2018, and 2019  

 

(3) 指標 3: MPWT / DPWT および検査センターのスタッフによるセンターでの車両検査のパフォーマンス評価 

下記表の車検パフォーマンスの観点から、性能評価を実施し、平均指標を計算した。その結果、目標値

70.0％であったところ、結果は 68.8％（1.2％の差）となり、若干ながら、指標は達成されなかった。ただし、結果は

目標値に極めて近く、プロジェクト終了後も車検場の運営が継続的に改善されていれば、近い将来に目標値を

達成できるものと期待される。 
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図表 78  MPWT / DPWT および車検場における車検のパフォーマンス評価 

 第 1 回調査 (2017 年 6

月) 回答者：93 名 

第 2 回調査 (2018 年 5

月) 回答者：51 名 

第 3 回調査 (2019 年 6

月) 回答者：77 名 

MPW

T/ 

DPW

T 

CMVI

C 

TOT

AL 

MPW

T/ 

DPW

T 

CMVI

C 

TOT

AL  

MPW

T/ 

DPW

T 

CMVI

C 

TOT

AL  

Q1. 同一性確認の手順 41.7% 44.9% 50.0% 50.0% 61.8% 58.8% 57.9% 62.1% 61.0% 

Q2. 外観検査の手順 41.0% 45.8% 48.1% 48.1% 62.5% 58.8% 52.6% 59.5% 57.8% 

Q3. 足回り検査の手順 43.0% 35.2% 32.7% 32.7% 53.3% 48.0% 50.0% 57.3% 55.7% 

Q4. 検査機器の所有 58.3% 67.1% 63.5% 63.5% 86.2% 80.4% 75.0% 82.8% 80.8% 

Q5. 検査機器の品質と制度 59.7% 68.5% 67.3% 67.3% 79.6% 76.5% 63.2% 79.7% 76.0% 

Q6. 検査機器の定期点検 47.8% 48.6% 51.9% 51.9% 65.8% 62.3% 56.6% 67.2% 64.6% 

Q7.検査機器の保守記録 48.6% 44.9% 50.0% 50.0% 65.8% 61.8% 54.2% 61.6% 59.9% 

Q8. 車検場に従事する職員

数 
64.7% 61.6% 67.3% 67.3% 74.3% 72.6% 69.7% 76.3% 74.7% 

Q9. 検査結果の記録管理 43.8% 48.6% 46.2% 46.2% 67.1% 61.8% 55.3% 67.5% 64.5% 

Q10. 車検記録の MPWT への

報告 
68.0% 67.9% 75.0% 75.0% 80.4% 79.2% 79.0% 79.0% 79.0% 

Q11.車検を完了した所有者に

対する車検証明書の発行 
68.8% 70.8% 78.9% 78.9% 86.8% 84.8% 79.0% 83.2% 82.1% 

指標平均 

(Q1 – Q11) 
52.1% 54.8% 57.1% 57.1% 71.3% 67.7% 63.2% 70.6% 68.8% 

資料：モニタリングのアンケート調査結果 

 

2019 年の平均評価の合計は目標値に近づいていたものの、評価結果は次ページの図に示す通り、各項目の

バランスが取れていることを示す「丸い形状」ではなく、多角形の形状となっている 

さらに、質問項目ごとに見ると、「Q1：車両識別の手順（61.0％）」、「Q2：外部検査の手順（57.8％）」、「Q3：アン

ダーボディ検査の手順（55.7％）」、「Q6：検査機器の定期点検（64.6％）」、「Q7：検査機器の保守記録（59.9％）」、

および「Q9：検査結果の記録管理」、即ち、目視検査（Q1 から Q3）および記録管理（Q7 および Q9）は、車検場

で十分に実施されていなかった。 DPWT 職員のコメントによれば、車検のスキルと知識がまだ十分ではないため、

車検ガイドラインに基づく追加的な車検の技術トレーニングが必要だと考えられている。 
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図表 79 車検場における車検のパフォーマンス評価の傾向 

（2017 年、2018 年、2019 年の MPWT / DPWT および CMVIC による調査結果） 

  

Actual results in 2017, 2018, and 2019  Results on average in 2017, 2018, and 2019  

 

さらに、図表 80 に示すように、MPWT / DPWT と CMVIC の間では、評価に乖離があった。実際に車検を実施

する CMVIC 職員によるパフォーマンス評価の方が、MPWT / DPWT スタッフによるパフォーマンス評価よりも高く

なっており、MPWT / DPWT スタッフの方が若干厳しく評価している。ただし、両方のレーダーチャートは似たよう

な形状をしていることから、問題意識としては類似していると考えられる。 
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図表 80  車検のパフォーマンス評価の結果(MPWT / DPWT および CMVIC(2019 年 6 月）) 

 

 

Ⅲ共同レビューの結果       

1 DAC評価基準に基づくレビューの結果  

1.1 関連性 

[カンボジア政府の政策] 

MPWT は、公共事業に関する国家政策、すなわち「国家戦略開発計画（NSDP）」を遂行する責任を有している。 

「カンボジア王国の輸送インフラ部門の概要 2018（第 6 版）」によると、MPWT は、道路輸送部門で以下の業務を

促進している。 

・車両登録手続きに関する大臣令（プラカス）の実施の継続。 

・車両登録、ナンバープレート、運転免許証の発行時間の短縮。 

・職員の能力向上 

・ IT システムを活用した車両登録・車検制度の近代化 

 

このように、カンボジア政府は車両管理の改善に重点を置いているため、MVRI プロジェクトはカンボジアの開

発計画の方向性と一致していると言える。 

 

[日本政府の政策] 

「生活の質の向上」は「カンボジアのローリングプラン（2018）」の優先分野の 1 つであり、上下水道、電力、車両登
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録などの都市交通を通じて都市生活環境の開発に着手している。ローリングプランは、都市部に住む人々の生

活環境の改善に焦点を当て、関連する法律の開発と関係当局の人材開発を通じて計画能力を強調することを目

的とするものである。車両管理の分野では、車両登録と検査に関連する人材の能力開発を通じて、都市の交通

状況を改善する必要がある。また、都市生活環境の発展を支援する「都市機能強化プログラム（輸送および電

力）」が優先分野とされており、MVRI プロジェクトもこのプログラムの枠組み内に位置付けられる。したがって、本

プロジェクトは日本の政府政策の方向性にも沿った案件である。 

 

[プロジェクトの必要性] 

カンボジアでは車両の数が急速に増加しているが、プロジェクト開始前は、車両の登録と検査の管理システム

が不十分であり、ほとんどの車両は、中古車両で、安全性と環境問題に課題があると考えられた。 

車両登録の問題には、登録がスムーズに進まないこと、廃棄された車両が車両登録のデータベースから削除

されないことの両面が含まれるが、廃棄された車両を削除しないままに登録データベースに新規車両のデータが

追加されたため、実際の車両数を把握することは困難となっていた。 

一方、車検に関しては、車検場不足と車検の質の低さが指摘された。プロジェクト開始前の段階では、全国に

6 つの車検場しかなく、車検場の要件や、検査内容に係る要件が適切に確立されていなかった。 

このように、自動車の登録・検査のシステム改善は、急速な自動車社会に直面する陸運行政にとって喫緊の課

題であり、これらの問題を解決するため、本件技術協力が必要となった。 

こうした背景から、車両の登録と検査の改善と継続に対するプロジェクトのニーズは非常に高く、この技術協力

のコンセプトはカンボジア政府のニーズに沿ったものと考えられる。 

 

1.2 効果 

プロジェクト目標は指標に沿って達成されており、またプロジェクト終了前に 4 つの成果が達成されたことから、

プロジェクトの有効性は高いと評価される。 

プロジェクトの主な目的は、車両登録と検査の継続的な運用に資するガイドラインの策定、および車両管理行

政を改善することである。 本プロジェクトにおいては、車両登録の統計データは単一のシステムに統合され、また

正確な車検サービスが提供されるようになった。指標に関しては、指標 1 は 2018 年度に達成され、指標 2 は 2019

年に達成された。指標 3 は、未達成な部分もあるものの、車検場における車検の性能評価は目標値に近くなって

おり、2019 年に概ね達成に近い状況にある。 

さらに、各『成果』は、（1）車両登録管理制度、（2）車検管理制度、（3）車両登録および車検の IT システム、（4）

認識向上 を通じて、プロジェクト目標の達成に貢献した。 

 

1.3 効率性 

車両登録のガイドライン（成果 1）および IT システムのロードマップ（成果 3）は、プロジェクト終了前に MPWT に

よる承認には至っていないものの、全般的に、人材その他機材等の投入によって、適切に成果へと結びつけるこ

とができたものと評価する。 

車両登録に関しては、ガイドラインを公的なものとするために、Prakas（省令）の承認手続きが必要になるためで

あり、その手続きに際しては、単に大臣の承認を得るのみではなく、法務委員会等の審査を経る必要があることに

よるものであり、ガイドラインは、GDLT から既に MPWT へと審査手続きに提出されており、近い将来、達成される

見込みである。IT ロードマップについては、将来計画であるため、大臣の承認を得る特定のプロセスが存在して
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いなかったため、年報への掲載をもって、公的な文書とする予定であるが、年報の発行が 2 年に 1 回程度である

ことから、現段階では承認に至っていないものである。なお、MPWT では、同年報発行では承認が遅れることから、

別途大臣許可を得るプロセスについても継続検討している。 

したがって、承認が完了していない事項についても承認の目途が立っており、近い将来に承認が見込まれるこ

とから、適切に投入が成果に結びついたと評価する。 

 

[成果の達成]  

成果 1: 車両登録制度が強化される。 

成果 1 は、両登録のガイドラインを除き達成された。同ガイドラインは車両登録の手続きに係る Prakas 承認後、

承認を得られる予定であり、Pakas 承認手続きに要する期間を勘案しても、2019 年 12 月までにガイドライン承認

が可能であると想定される。 

その他、車両登録について、登録手続きが簡素化され、その運用が合理化されるとともに、「見える化」された。 

MPWT の開発したオンライン申請システムについて、その申請手続きのワークフローや手続きの意義、全体像が、

ガイドラインで見える化されたことで、効果を発揮したものと評価される。一方、抹消登録は十分に達成されていな

いため、今後、抹消登録に関する取組については、職権抹消の要件や手続きを確立する、あるいは税務当局と

の連携などにより、適切な措置を検討、講じていく必要がある。 

 

成果 2: 車検制度が確立される。  

成果 2 は達成され、車検に関する GDLT のガイドラインは MPWT によって既に承認済である。 

車両検査のガイドラインは MPWT によって承認されており、プロジェクト開始時点において 6 箇所であった車

検場は、MPWT の努力により 2019 年 6 月現在、14 箇所に増加した。プロジェクトは車検場の増設を直接支援す

る内容は含んでいなかったものの、GDLT との協議において、車両増加に伴う車検場の増設および参入民間企

業の増加が望ましい旨を述べ、GDLT 側も理解を示した。 

プロジェクトで策定したガイドラインに基づき、車検場の職員は、車検と車検機器のメンテナンスを客観的に統

一した基準に則って実施できるようになった。また、全ての検査スタッフが MPWT からのガイドラインに係るセミナ

ーを受講したことから、その内容の理解に大きく貢献し、品質を備えた車検サービスの提供が可能となった。 

ただし、今回は車検の品質向上に成果を果たしたものの、車検は、検査時点での車両の安全性を確認するに

とどまるため、将来的には、自動車整備士の認定基準の提供を通じて、車両の維持管理、修理の品質を向上す

ることが望ましく、それによって車検の間の期間における車両の安全性を確立していくことができると考える。 

 

成果 3: 車両登録・車検 IT システムが改善される  

成果 3 については、IT システムのロードマップの MPWT による承認を除き、達成された。本項（効率性）の冒頭

に記載した通り、2019 年の MPWT 年次報告書（2020 年 8 月頃に公開）に IT システムのロードマップについて記

載されることを MPWT によるロードマップの承認がなされたと見なすものとする。 

その他、本プロジェクトでは、MPWT に車両登録・車検に係る IT システム機器の一部を供与したため、MPWT は

IT システムの処理能力を拡張し、安定的な運用が可能となった。また、プロジェクトは、インターネット上の不正ア

クセスやハッキング攻撃など、政府の情報保護の重要性を説明し、IT システムのセキュリティ診断を実施、改善点

を指摘した。また、既に、オンラインシステムが構築されていたことから、運用マニュアルを整備する等、システムを

実際に運用する面での安定に貢献する文書を提供し、IT システムの構築・導入のみならず、維持の重要性につ
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いても認識を高めることができたものと考える。ただし、他省庁等とのシステム連携のインターフェイス仕様等につ

いては、実際に導入している訳ではないため、具体的な効果発揮は、今後となる。 

 

成果 4: MPWT によって推進される利用者を対象とした車検、車両整備等に関する啓発活動が強化される。  

成果 4 はほぼ達成された。 

プロジェクト活動を促進するために PR イベントが開催され、また、イベントに関連して作成された、プロジェクト

紹介用のリーフレット、車両登録手続き、車両検査手続き、オンライン申請手続き等の PR ビデオ、プロジェクト PR

用のノベルティ商品が作成、配布され、特にビデオやリーフレットについては、本件プロジェクト終了後も、引き続

き啓発活動に活用可能なものとなっている。また本件プロジェクト期間内も、MPWT は積極的にセミナーやイベン

ト参加を企画してきたため、プロジェクト終了後も、MPWT が自らの取り組みとして PR イベントを計画していく能力

が備わったものと考える。 

 

[プロジェクトの実施中に設置された新 Prakas] 

プロジェクト期間中、MPWT はプロジェクトに関する複数の Praas を発行した。 以下の表は、プロジェクト期間中

に発行、申請された Prakas を示しています。 一部、未承認のものも含まれるが、近い将来承認を得られる見込

みである。 

 

図表 81 協力期間中に発行・申請された Prakas  

No. Category  Prakas/Announcement  Title  

1 一般： 

経済財務省（MEF）

と共同発行  

Prakas No. 863  

2016 年 7 月  

ファミリー・小型車両に係る登録車両ナンバープ

レートの販売 

2 
Prakas No. 864  

July 2016  
登録車両ナンバープレートの販売の収益管理 

3 

車両登録 

Prakas No. 46  

2017 年 1 月  

車両登録、車両ナンバープレートの発行、車両

登録解除のフォームと手続き 

4 
通知 No. 12  

2017 年 4 月  

車両登録手続きのための車両ディーラーへの認

可 

5 

車検  

Prakas No. 45  

2017 年 1 月  
自動車技術検査  

6 
Prakas No. 64  

2019 年 2 月  
車検の営業許可証の発行手続 

7 
Prakas No. 170  

2019 年 6 月 

車両技術検査 

（プラカス 45 号の改訂） 

 

[トレーニング、セミナーなどを通じた能力開発プログラム]  

車両登録、車検に関するガイドラインに係るセミナーを複数回開催した。特に、車検に関しては車検場におけ

る実践的な訓練も含まれ、上記で説明したように訓練終了後は MPWT から証明書を授与した。 

 

図表 82: 車両登録セミナー (VR)  

No. セミナータイトル 実施時期 場所 対象者  参加者数 

1 
第 1 回車両登録ガイドライ

ンセミナー 
2018 年 9 月  シェムリアップ DPWT 職員 50  

2 
第 2 回車両登録ガイドライ

ンセミナー 
2019 年 1 月  ケップ 

DPWT 職員 
60  
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3 
第 3 回車両登録ガイドライ

ンセミナー 
2019 年 2 月  モンドルキリ  

DPWT 職員 
60  

4 
第 4 回車両登録ガイドライ

ンセミナー 
2018 年 9 月 プノンペン   

DPWT 職員 
100  

 

図表 83: 車検セミナー  

No. セミナータイトル 実施時期 場所 対象者  参加者数 

1 第 1 回車検セミナー 2017 年 5 月  プノンペン  GDLT 職員 6  

2 
第 2 回車検セミナー 2018 年 6 月  プノンペン  CMVIC 検査担当

者 
80  

3 
第 3 回車検セミナー 2018 年 11 月  プノンペン  CMVIC、HK の検

査担当者 
40  

4 
第 4 回車検セミナー 

2018 年 12 月  
プノンペン  CMVIC、HK の検

査担当者 
100  

上述のセミナー以外にも、本邦研修 3 回、車両の登録と検査に関する一般セミナーなどの能力開発プログラム

等を実施している。 

 

1.4  インパクト 

プロジェクト終了後 3 年で全体目標が達成されることが見込まれる（詳細は、IV。1「全体目標を達成するための

見通し」を参照））。  

 

[全体目標の達成]  

本プロジェクトでは、車両登録と車検の管理制度の開発（成果 1 と成果 2）、IT システムの改善（成果 3）、車検

に対するユーザーの意識（成果 4）がほぼ達成され、車両登録・車検は、それぞれプロジェクトで策定したガイドラ

インに基づいて実施されている。 したがって、「カンボジアでの車両登録および車検を円滑に促進する」という上

位目標は、これらの取り組みが今後も継続的に推進されることにより、プロジェクト終了後 3 年で達成される見込

みがあると考える。 

 

［重要な前提事項］ 

上位目標を達成するための重要な前提として、「カンボジア政府が車両登録と車検に係る予算を継続的に割り当

てる」ことが挙げられる。職員の能力向上には、一定の継続的な教育が必要であり、このためにはある程度の予算

が必要となる。しかし、これは、カンボジア側の自助努力によるものであり、GDLT はこの仮定を定期的にモニタリ

ングすることとする。この前提が達成されない場合には、上位目標の達成が困難になることも懸念される。 

 

[PR 活動]  

以前は、安全性を確保するために必要な車検査に対するユーザーの認識は高くなかったものの、ユーザーは

道路法に基づく警察による取り締まりの効果もあり、現在、車検を受けるようになっている。 本プロジェクトにおい

ては、車両の点検とメンテナンスに関するセミナーやキャンペーンを通じて、車両ユーザー向けの啓発、PR 活動

を実施した。こうした PR 活動を通じて自動車ディーラーと自動車ユーザーの理解と協力を得ることによって、自動

車検査の円滑な実施が実現され、全体目標が達成されるものと考える。 

 

［車検場および車両整備士］ 
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車検場の運営は、MPWT の認証基準を満たす民間企業によって運営される。 車検基準や検査員の基準を満

たすため、プロジェクトが作成したガイドラインが活用されている。同様に、検査員の基準に適合した検査員数が

増えることで、車検の品質はさらに向上する。 

 

1.5 持続性 

車両登録のガイドラインと IT システムのロードマップは、プロジェクトの終了前に MPWT によって最終的に承認

されなかったため、プロジェクトの持続可能性は中程度と評価する。 ただし、近い将来承認される見込みがある

ため、車検同様に車両登録についても、今後もガイドラインを参照して業務が推進される見通しである。  

 

[政策面から見た持続性] 

「関連性」の項目でも記載した通り、NSDP は交通部門について記載しており、その中でも車両管理の在り方に

ついて強調している。 したがって、この方向性が維持されるという前提において、NSDP の有効性により、MPWT

による車両制御の管理が維持されると考える。 

 

[運用面] 

成果 1 および成果 2 に関しては、車両登録および検査のガイドラインをプロジェクトで策定し、それに基づいた

セミナーを開催した。 こうした活動により、ガイドラインに沿って車両登録と車検が実施されるようになった。  

セミナーでは、単にガイドラインの手続き面のみならず、こうした品質を備えた車両登録と車検の重要性につい

ても認識を高める様な説明をしてきており、今後も、ガイドラインに沿った運用の維持がなされ改善活動が継続さ

れるものと期待される。 

 

[財務面] 

車両登録における登録手数料の総額は、2016 年に 210 万米ドル、2018 年に 290 万米ドルと見積もられ、39％

増加している。 特に移転登録に関しては、推定収入は 2016 年から 2018 年にかけてほぼ 3 倍となった。車検部

門に関しては車検による収入が、2016 年の 290 万から 2018 年の 390 万に 36％増加した。  

これら収益について、全て MPWT が利用できるわけではないものの、こうした財源の「増加分」を活用すること

で、プロジェクトの終了後も、車両登録と車検について改善活動を持続することが見込まれる。 
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図表 84  2016 年度から 2018 年度までの車両登録（VR）の推定収益 

 FY 2016 FY 2017 FY 2018 

車両新規登録  

登録車両数 60,794 60,400 77,195 

収入 (USD) 1,959,092 1,946,390 2,485,633 

移転登録 

移転登録車両数 5,800 13,033 17,085 

収入 (USD) 148,885 334,561 438,325 

収入合計 (USD) 2,107,977 2,280,951 2,923,958 

資料：車両登録数と登録手数料からプロジェクトが推計 

 

図表 85 2016 年度から 2018 年度までの車検の推定収入 

 FY 2016 FY 2017 FY 2018 

既存車両 

車検車両数 174,188 177,806 241,911 

収入(USD) 2,158,191 2,203,017 2,997,279 

新規車両  

車検車両数 60,794 60,400 77,195 

収入(USD)  724,099 719,410 919,449 

収入合計 (USD) 2,882,290 2,922,427 3,916,728 

資料：車検実施数と車検手数料からプロジェクトが推計 

 

[技術的側面] 

日本の車検制度をカンボジアの車検制度にそのまま適用することは困難である。本プロジェクトにおいては、カ

ンボジアの現状に鑑み、日本と同じ制度ではなく、カンボジアにおいて実際に導入が可能であり、効果の大きな

制度を導入したこと、また、コンサルタントチーム側が策定したガイドラインをそのまま導入するのではなく、C/P 側

が執筆、修正を加えたことで、カンボジアの現状に則した内容となっている。したがって、このプロジェクトで策定さ

れたガイドラインについては、協力期間終了後も、継続して実施される見込みがある。  

なお、ガイドラインは、望ましい全ての取り組みを反映している訳ではないため、プロジェクト終了後もカンボジ

アの制度の維持・向上を図るために、周辺国や日本を含む先進国の制度を参照として、その時点のカンボジアに

適した最適な制度を構築していく必要がある。 

 

2 導入と成果に影響を及ぼす２つの要因  

2.1 プロジェクト目標の達成のための重要な仮定 

プロジェクトによって能力向上した MPWT スタッフが、それぞれのポジションでの勤務を続けること。 

Project Manager は H.E. チャンダラ（2017 年 2 月）から H.E. Peou Maly（2018 年 2 月）、更に H.E. Chhoun 

Voun へと変更された。車検、車両登録においても、異動や昇進等によって担当者の変更が生じてきた。 



86 

本件プロジェクト終了後も、その重要性を理解し、推進を図る人材として、今般のプロジェクト関係者の職位等

が変わっても、プロジェクトを引き続き推進する、あるいは、他の職員に推進能力を移転していく取組が望まれる。 

 

2.2 上位目標の達成のための前提 

車両登録と車検の予算は、カンボジア政府によって継続的に割り当てられていることが挙げられる。 

但し、この前提条件については、プロジェクト終了後、全体目標達成段階までの間に発生する事項であるため、

現時点でこの条件に言及するのは時期尚早である。 

 

3 プロジェクトリスク管理の結果の評価 

まず、プロジェクトの開始時に想定されたリスクとして、カンボジアでの選挙が挙げられ、これについては活動期

間や渡航できない時期等を考慮して取組を推進してきたが、MPWT 側の協力を得て大きな障害なく推進が可能

であった。その他、プロジェクト期間中に MPWT の組織構造の変更と人事異動も発生したが、全ての C / P が円

滑に引き継ぎを行ったことから、MPWT とコンサルタントチームは、本プロジェクトの推進に集中することができた。 

なお、プロジェクトで策定されたガイドラインを導入するため、Prakas を変更する必要が生じ、その導入には、

MPWT 内の省令承認手続きのため、一定の時間が必要となる。そのため、車両登録ガイドラインの承認が未済と

いう状況にはなっているものの、既に申請手続きに入っており達成される見込みである。 

その他、MPWT およびコンサルタントチーム以外の要因により遅延が生じたものの（車検受託企業に対する一

時的なの営業停止処分）、当初スケジュール立案時に、外部要因を含めた事業の遅れを想定し、前半に作業を

集中させ、余裕をもったスケジュールとしていたことから、その遅延を吸収し、プロジェクト期間内に完了することが

できた。 

上記のように、いくつかのリスクは発生してきたものの、MPWT 側のプロジェクトへの積極的な関与等によって、

具体的な課題に発展することなく推進することができた。 

 

4 プロジェクトからの教訓 

全体として、このプロジェクトは、C/P の積極的な関与を受けて、現実的で適切な改善活動につなげられたと評

価できる。 

ただし、プロジェクトの実施という観点から更なる改善を図るために、推奨事項と教訓を以下に記載する。 

 

4.1 柔軟な対応と継続的な相互理解 

本プロジェクトが開始される前に、MPWT は自ら 100 日間の改革を実施し、オンライン車両登録システムを開発

しサービス開始した。このことは、カンボジアの車両登録行政において大きな進歩となり、コンサルタントチームと

しても、オンライン申請システム導入による改善検討ではなく、導入後における改善事項を検討することができた。 

こうした取組の成功の鍵は、MPWT の強力な努力と迅速な対応と、また、それに対応したコンサルタントチーム

の実情に応じた柔軟な対応にあったと考えられる。 

ただし、本プロジェクトに係る詳細計画策定調査から本プロジェクト開始までの間において、オンラインシステム

が開発されたという事実を認識できていなかったことは反省点であり、詳細策定調査からプロジェクト開始までの

約半年間という期間においても、相互に関連する動向について連携しておくことが望ましい。今般、車両登録と IT

分野に関しては、プロジェクト開始から数か月間、詳細計画策定調査に準じた調査を再度行うこととなったため、

もし早期に状況を把握できていれば、状況把握と改善案の策定について、より円滑に検討が進められた可能性
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はある。 

 

4.2 MPWT と関係者のプロジェクトへのコミットメント 

プロジェクト全体を通して、MPWT はこのプロジェクトを達成するために積極的な関与を行った。  

こうした関与を得られた基本的な要因としては、MPWT の政策と本プロジェクトの一貫性にある。 MPWT は、交

通安全（車両の安全性）と車両登録および検査手続きの利便性の向上を指向しており、それは本件プロジェクト

の目標と合致していた。 

しかし、車両管理を改善するためには、複数の部門と省庁間の協力が必要であり、それは垂直的な組織のみ

で実現することは困難である。そうした観点では、従来、相互に対話ができていなかった利害関係者が、この

MVRI プロジェクトをきっかけにテーブルについて協議を開始することとなった。特に、こうした対話においては、

連携に係る相互の利益を利益した後は、協議を自律的に継続することもでき得ると考えられるが、初期段階の相

互理解の無い段階においては、第三者が「カタリスト」として機能することで、理解を得やすくなると考える。 

実際のところ、今回のプロジェクトにおいても、一旦対話が開始されると、その後は、カタリスト不在でも相互に

連携して取り組むようになった。 

その他、MPWT は DPWT で積極的にセミナーを開催し、車検場における検査員向け訓練を開催するとともに、

車両登録と車検について、DPWT が直接質問できる機会を提供した。こうした活動からも、 MPWT と DPWT 間

の、より頻繁な対話、相互理解と協力関係が確立されることにつながった。 

  以上の通り、MPWT 内および MPWT と関連当事者間の車両登録と車検に関する対話の活性化、および協

力関係の確立が、このプロジェクトの原動力となったと考える。 

 

[IT システム]  

本プロジェクトの効果を得るためには、車両登録検査システムの全体像をカウンターパートに理解してもらう必

要があり、そのために日本でトレーニングを実施しています。 但し、本プロジェクトの 3 つの中核分野の全てにつ

いて、当該分野専門家向けの高度なトレーニングを実施することは困難であった。 

既に説明した通り、こうした「高度な専門家向けトレーニング」を提供できる様、長期専門家は、他機関の協力も

得ながら、MPWT に第三国を訪問する機会や、車検を学ぶ追加的な機会を設けてきた。しかしながら、IT システ

ムについては、こうした専門家向けの訓練を設けることはできなかった。 

IT システムが車両管理において重要な要素となるため、今後、再び車両管理に係る訓練等の提供機会がある

場合は、IT システム分野に係る専門的訓練の検討も検討することが望ましい。 

 

4.3 適切な役割分担 

コンサルタントチームは、日本等の制度を紹介し、インタビューと調査に基づいて推奨を行うことができた。しか

し、プロジェクトを成功させるためには、MPWT 自身がカンボジアの社会経済環境を考慮して適切な措置を検討

することは不可欠である。 

 この点に関して、MPWT は、JICA 専門家からの提案または情報に基づきつつも、カンボジアの実態を踏まえ

た現実的な対策を自ら検討してきた。また、第 1 回、第 2 回の JCC においては、JICA の専門家が中心となり発表

を行ったものの、その後は、JICA 専門家のサポートを受けながら、MPWT のカウンターパートが、「自分たちの活

動」として発表を行ってきた。こうしたことからも、本件プロジェクトを通じて提案および実施された対策が、MPWT

の「自分らの政策」として浸透しており、継続的に運用されることが期待される。 
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本プロジェクトにおいて、こうした適切な役割分担が達成された理由は次のとおりです。 

 プロジェクトの目的が MPWT の政策と一致していること 

 MPWT の幹部がプロ意識をもって仕事に従事していること 

 MPWT の幹部は、車両登録や車検業務を改善するために、自ら他の国の政策を研究していたこと 

 第 2 回 JCC 終了後、C/P 自身が発表を行う取り決めとしたことから、MPWT が自分の発言として、本件プ

ロジェクトに係る進捗について説明せざるを得ない環境を作ったこと 

 

4.4 データから収集可能な指標を検討すること 

統計データは通常、会計年度後に抽出されるため、国の会計年度の数か月後にプロジェクトを終了するように

調整することが重要である。 

また、指標を収集する際、理想的な情報源は政府統計であることも勘案しつつ、収集可能な指標を検討する必

要がある。様々な情報源から収集する必要があるなどの理由で、指標の確認に費用や時間を要する場合、デー

タ収集の持続性は低減する。 

 

IVプロジェクト完了後の総合目標の達成に向けて                                

1 全体目標を達成する見込み 

1.1 全体目標に係る指標  

(1) 指標 1: 車両登録の情報活用に関するチェックリストによる車両登録データと情報の有効活用 

情報とデータへのアクセス、政策立案へのフィードバックなどの観点から、MPWT と関係省庁が車両登録の情

報とデータを有効に活用しているかどうかを確認するものとする。 MPWT および関係省庁の部門を以下に示す。  

 

図表 86  MPWT による車両登録情報・データの利活用 

 道路安全局 IT &PR 局 

Q1 
車両登録情報 /データを受

信する頻度 
随時（いつでも） 月次 

Q2 

情報/データ項目の種類 ナンバープレート 

車種 

仕様情報 

所有者情報 

使用者情報 

登録日 

検査状況 

車種 

登録日 

Q3 
情報/データの利用目的 顧客サービスの問題を監視

して解決する 
統計作成  

Q4 
情報/データを受領方法 

オンライン IT システム 
紙の文書 

テレグラム 

Q5 

情報/データ漏洩の防止 

電子文書に係るパスワード

保護 

アクセス用のスタッフ ID の管

理 

電子文書に係るパスワード

保護 

 

図表 87 関係省庁による車両登録の情報とデータの有効活用 

 GDCE 
Traffic Police Department 

(MoI) 
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Q1 
車両登録情報/データを受信する

頻度 
いつでも いつでも 

Q2 

情報/データ項目の種類 ナンバープレート  

車種 

所有者情報  

ナンバープレート  

車種 

所有者情報 

Q3 
情報/データを使用する目的 納税漏れ 

納税申告内容の偽りの抽出 

交通違反取締  

交通事故調査 

Q4 情報/データを受け取る方法 車両情報アプリ 車両情報アプリ 

Q5 
情報/データの漏洩を防ぐ方法 

電子文書に係るパスワード保護  
電子文書に係るパスワード

保護 

 

(2) 指標 2: MPWTの認定基準を満たす車検場数 

車両検査ガイドラインに基づく認定基準（または要件）を満たす車検場数は、目標値であった 12 箇所を超え、

2019 年 6 月現在、14 箇所となった。なお、車検場の要件は以下の項目となっている。 

 車検場の設備 

 検査機器 

 検査機器のメンテナンスと校正 

 検査員の要件。 

 検査手続き 

 記録管理 

 検査結果の報告 

 

これらの要件を満たさない限り、車検場は営業を続けることができないものとされ、これまでの運用と比較して、

大きな改善事項である。さらに、プロジェクトの終了後も、ガイドラインで定義された要件を備えた車検場を保持す

ることが重要である。 

 

(3) 指標 3: 車検が必要な車両に占める年間車検実施件数の割合 

この指標の目標値は年間 81％であるのに対して、実績値は、2016 年 73.0％から 2018 年には 84.4％へと改善

している。 ここの水準は、プロジェクト終了後 3 年後も維持される見通しである。 

 

図表 88 車検対象車両に占める車検実施台数の割合 

 
2014 2015 2016 2017 2018 

2019 年 

5 月段階 

車検実施台数 
97,907 140,617 174,188 177,806 241,911 108,388 

車検が必要な車両数 
194,394 212,279 238,691 261,523 286,668 322,108 

割合（%） (A/B) 50.4% 66.2% 73.0%4 68.0% 84.4% 33.6% 

資料:MPWT_ IT システム等 

 

                                              

 

(A) 

(B) 
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1.2 プロジェクト完了後の全体的な目標の見通し 

プロジェクト完了後も、GDLT は、つまりプロジェクト終了後 3 年で達成される全体的な目標を円滑に促進する

ための努力を維持するものとする。 これを達成するためには、GDLT が（a）MPWT と関係省庁による車両登録の

情報とデータを効果的に利用すること （b）MPWT の認証基準を満たす車検場による。 （c）車検対象車両に占

める車検実施割合を保持する ための努力を継続する必要がある。 

 

2 全体目標を達成するためのカンボジア側の運営計画と実施体制 

MVRI プロジェクトの完了後、MPWT(もしくは GDLT,DPWT)は以下の取組みが推進されるものとする。 

（1） MPWT は、車両登録のガイドラインと IT システムのロードマップを承認する 

（2） 車両登録が、ガイドラインの車両登録手順のチェックリストに沿って実行され、GDLT / 

DPWT は四半期ごとにモニタリング用フォームを使用して車両登録の進捗をモニタリン

グする 

（3） GDLT は、ガイドライン（指標 1：全体目標）の車両登録の情報活用に関するチェックリ

ストを活用して、車両登録データと情報の効果的な活用状況をモニタリングする。 

（4） 車検はガイドラインの車検チェックリストを活用して実施され、GDLT / DPWT は半年ご

とに車検の実施状況のモニタリングを行う。 

（5） GDLT は、MPWT の認証基準を満たす車両検査センターの数をモニタリングする（指標

2：全体目標）。 

（6） GDLT は、検査対象車両に占める車検実施車両の割合をモニタリングします（指標 3：全

体目標）。 

（7） MPWT は、ガイドラインとロードマップを毎年レビューする。 

（8） PR 活動は、交通安全部と協力して実施する。 

（9） MPWT は、プロジェクト終了後も全体目標を達成するために、車両の登録と車検の予算

が継続的に割り当てられているか否かをモニタリングする 
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最終的に、プロジェクト終了後 3 年で上位目標が達成され、JICA により事後評価調査が実施される。 

 

図表 89 全体目標を達成するための運用スケジュール 

 

 

 

3 カンボジア側への提言 

[一般的事項] 

ガイドラインを継続的に使用するために、最も重要なアプローチは、新たな情報、カンボジアにおける車両登録 

車検の取り組み実態に基づき、ガイドラインを定期的に更新することである。 そのため、カンボジア側は、ガイ

ドライン見直しに係る体制を整備する必要がある。 

 

[車両登録] 

一般車両の抹消登録の取組みは不十分であるため、新規登録・移転登録の状況を見ながら、抹消登録に係る改

善計画、措置を講じていく必要がある。 

 

[車検] 

認定された検査員が増えるほど、車検の品質は向上すると考えられる。 したがって、車検検査員及び自動車整

備士の認定基準は、カンボジアでの車検とメンテナンスの改善のために確立される必要がある。 そうすることによ

り、全国の一定レベルで車両の検査とメンテナンスの品質が確保される。 

 

4 プロジェクト終了から事後評価までのモニタリング計画 

プロジェクト終了後 3 年後に実施される「事後評価」の時までの、『全体目標を達成するための運用スケジュー

ル』に示したスケジュールは、JICA カンボジア事務所によって半年ごとにモニタリングされるものとする。 

また、事後評価は会計年度を考慮し、2022 年 12 月以降に実施されるものとする。 

(1)
To approve the Guideline for Vehicle Registration and the 

Roadmap for the IT System.
MPWT

(2)
To carry out vehicle registration along the checklist of vehicle 

registration procedure (Form 3).
GDLT/DPWT

(3)
To monitor the effective use of the information and data of 

vehicle registration according to the checklist.
GDLT

(4)
To carry out vehicle inspection along the checklist of vehicle 

inspection (Form 4).
GDLT/DPWT

(5)
To monitor the number of vehicle inspection centers fulfilling 

the certification criteria of MPWT.
GDLT

(6)
To monitor the percentage of the vehicle inspection 

implemented to the vehicles necessary for the inspection.
GDLT

(7) To review the Guidelines and the Roadmap. MPWT

(8)
To carry out PR activities in collaboration with the Road Safety 

Department.
MPWT

(9)
Monitor whether or not the budget for vehicle registration and 

inspection is allocated for the achievement of the Overall Goal.
MPWT

MPWT/GDLT

2019

8 9 10 11 12

Ex-post evaluation survey

1 2 3

2020

4 5 6 7 8 9 10 11 12

Responsible 

organizations
Activities

2021

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 12

2022

10 11981 2 3 4 5 76
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